
（
第

1
0
版
）

宇
治
茶
Ｇ
Ａ
Ｐ
点
検
シ
ー
ト
用

【
マ
ニ
ュ
ア
ル
】

【
内

容
】

茶
園
管
理
編
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
Ｐ
１
～
１
６
）

製
茶
工
場
編
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
Ｐ
１
７
～
３
０
）

参
考
様
式
集

（
Ｐ
３
１
～
７
６
）

宇
治
茶
Ｇ
Ａ
Ｐ
の
手
引
き

（
Ｐ
７
７
～
８

2
）

宇
治
茶
Ｇ
Ａ
Ｐ
推
進
協
議
会



茶茶
園園
管管
理理
編編
　　
ママ
ニニ
ュュ
アア
ルル

１１
　　
｢｢茶茶
園園
作作
業業
のの
工工
程程
管管
理理
のの
たた
めめ
のの
基基
本本
情情
報報
のの
整整
理理
｣｣

番番
号号

レレ
ベベ
ルル

項項
　　
　　
目目

取取
　　
　　
組組
　　
　　
事事
　　
　　
項項

取取
組組
みみ
方方
法法

宇
治
茶
Ｇ
Ａ
Ｐ
に
取
り
組
む
際
の
基
礎
的
な
情
報
と
し
て
、
下
記
の
情
報
を
整
理
し
て
い

る
。

①
茶
園
の
名
称
ま
た
は
茶
園
番
号
、
茶
園
所
在
地
の
特
定
(地
番
等
)、
面
積
、
品
種

②
倉
庫
等
の
施
設
の
名
称
、
所
在
地
の
特
定
(地
番
等
）

③
周
辺
の
状
況
が
分
か
る
茶
園
(圃
場
群
)・
施
設
の
地
図

1
-
1
-
2

必
須
責
任
と
権
限

下
記
の
責
任
者
を
決
め
て
経
営
に
取
り
組
み
、
組
織
表
で
役
割
を
明
確
に
し
て
い
る
。

①
農
場
責
任
者

②
施
肥
責
任
者

③
農
薬
管
理
責
任
者

④
労
働
安
全
責
任
者

作
業
の
責
任
者
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
、
よ
り
的
確
な
茶
園
管
理

が
出
来
る
よ
う
に
な
る
で
し
ょ
う
。

茶
園
管
理
の
組
織
票
（
参
考
様
式
集
P
３
６
：
参
考
様
式
④
）
で
整

理
し
て
お
き
ま
し
ょ
う

Ｇ
Ａ
Ｐ
の
取
組
み
の
ス
タ
ー
ト
に
当
た
っ
て
、
自
己
の
茶
園
管
理
情

報
を
整
理
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
す
。

ま
ず
は
、
本
項
目
に
取
り
組
み
ま
し
ょ
う
。

茶
園
情
報
一
覧
表
（
参
考
様
式
集
P
３
３
：
参
考
様
式
①
）
、
茶
園
地

図
（
参
考
様
式
集
P
３
４
：
参
考
様
式
②
）
・
施
設
管
理
台
帳
（
参
考

様
式
集
P
３
５
：
参
考
様
式
③
）
を
用
い
て
整
理
し
ま
す
。

1
-
1
-
1

必
須
茶
園
・
関
連
施
設
の

基
本
情
報
の
整
理

-
 1

 -



２２
　　
｢｢安安
心心
安安
全全
なな
茶茶
園園
管管
理理
をを
行行
うう
たた
めめ
にに
｣｣

番番
号号

レレ
ベベ
ルル

項項
　　
　　
目目

取取
　　
　　
組組
　　
　　
事事
　　
　　
項項

取取
組組
みみ
方方
法法

新
し
い
土
地
で
お
茶
の
栽
培
を
開
始
す
る
前
に
、
①
～
⑥
に
つ
い
て
検
討
し
、
問
題
が

あ
る
場
合
は
対
策
を
実
施
し
て
い
る
。

①
土
地
の
過
去
の
使
用
状
況
は
ど
う
か

②
土
質
（
水
は
け
等
）
・
水
質
が
、
お
茶
の
栽
培
に
適
し
て
い
る
か

③
土
が
有
害
物
質
で
汚
染
さ
れ
て
い
な
い
か

④
使
用
す
る
水
が
有
害
物
質
で
汚
染
さ
れ
て
い
な
い
か

⑤
安
全
な
作
業
が
で
き
る
土
地
か
（
勾
配
、
段
差
、
崩
落
等
）

⑥
ド
リ
フ
ト
の
危
険
性
が
な
い
か
（
周
辺
の
栽
培
作
物
の
確
認
等
）

1
-
2
-
2

重
要
茶
園
土
壌
の
安
全

性
の
確
保

茶
園
土
壌
が
、
安
全
性
に
問
題
が
あ
る
物
質
で
汚
染
さ
れ
て
い
な
い
か
に
つ
い
て
、
周

辺
の
状
況
や
行
政
の
土
壌
汚
染
地
域
の
指
定
状
況
等
か
ら
検
討
し
、
問
題
が
あ
れ
ば

対
策
を
と
っ
て
い
る
。

検
討
は
、
参
考
様
式
⑤
の
「
茶
園
リ
ス
ク
検
討
・
対
応
表
」
（
参
考
様

式
集
P
３
７
～
３
８
）
を
活
用
し
ま
す
。

問
題
が
な
い
か
の
判
断
が
難
し
い
場
合
に
は
、
宇
治
茶
G
A
P
指
導

員
に
相
談
し
て
検
討
し
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、
検
討
の
結
果
、
問
題
が
有
っ
た
場
合
に
は
、
対
策
を
実
施
し

ま
し
ょ
う
。

必
須

1
-
2
-
1

新
規
に
栽
培
す
る

茶
園
の
安
全
性
の

確
認

本
項
目
で
は
、
新
植
に
限
ら
ず
、
新
た
な
茶
園
で
栽
培
を
開
始
し
よ

う
（
取
得
・
賃
借
）
と
す
る
場
合
に
、
安
全
性
に
つ
い
て
検
討
し
ま

す
。

検
討
は
、
参
考
様
式
⑤
の
「
茶
園
リ
ス
ク
検
討
・
対
応
表
」
（
参
考
様

式
集
P
３
７
～
３
８
）
を
活
用
し
ま
す
。

問
題
（
リ
ス
ク
）
が
な
い
か
の
判
断
が
難
し
い
項
目
に
つ
い
て
は
、

宇
治
茶
G
A
P
指
導
員
に
相
談
し
て
検
討
し
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、
検
討
の
結
果
、
問
題
が
有
っ
た
場
合
に
は
、
安
全
な
茶
が

栽
培
出
来
る
よ
う
に
対
策
を
実
施
し
ま
し
ょ
う
。

-
 2

 -



番番
号号

レレ
ベベ
ルル

項項
　　
　　
目目

取取
　　
　　
組組
　　
　　
事事
　　
　　
項項

取取
組組
みみ
方方
法法

1
-
2
-
3

重
要

栽
培
中
に
使
用
す

る
水
の
安
全
性
の

確
認

農
薬
散
布
や
灌
水
等
、
茶
園
で
使
用
す
る
水
に
、
安
全
性
に
問
題
が
あ
る
要
因
（
農

薬
、
除
草
剤
、
重
金
属
等
）
が
含
ま
れ
て
い
な
い
か
、
周
辺
の
状
況
や
行
政
に
よ
る
水

質
調
査
か
ら
検
討
し
、
問
題
が
あ
れ
ば
対
策
を
と
っ
て
い
る
。

参
考
様
式
⑤
の
「
茶
園
リ
ス
ク
検
討
・
対
応
表
」
（
参
考
様
式
集
P
３

７
～
３
８
）
の
管
理
点
２
で
検
討
し
ま
す
。

使
用
す
る
水
が
「
飲
用
適
」
の
水
（
水
道
水
等
）
な
ら
ば
問
題
は
あ

り
ま
せ
ん
。

①
農
薬
散
布
作
業
の
前
に
、
タ
ン
ク
や
ホ
ー
ス
等
の
散
布
器
具
が
十
分
に
洗
浄
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
点
検
し
て
い
る
。

②
ノ
ズ
ル
や
ホ
ー
ス
の
接
合
部
等
に
問
題
が
な
い
か
チ
ェ
ッ
ク
（
試
運
転
）
を
行
っ
て
か

ら
農
薬
の
散
布
作
業
を
開
始
し
て
い
る
。

①
農
薬
を
正
確
に
計
量
で
き
る
器
具
(秤
)を
使
用
し
て
い
る
｡

②
平
ら
な
場
所
で
正
確
に
希
釈
し
て
い
る
。

①
京
都
府
茶
生
産
協
議
会
発
行
の
｢茶
樹
病
害
虫
防
除
指
針
｣の
使
用
基
準
を
守
っ
て

い
る
。

②
使
用
す
る
時
に
は
、
適
用
農
作
物
（
茶
）
、
適
用
病
害
虫
、
使
用
時
期
(摘
採
前
日

数
)、
使
用
方
法
(散
布
･灌
注
等
)・
希
釈
倍
率
・
使
用
量
・
使
用
回
数
・
総
使
用
回
数
及

び
混
用
可
否
に
つ
い
て
、
最
新
の
情
報
を
確
認
し
て
使
用
し
て
い
る
。

重
要
農
薬
散
布
機
の

使
用
前
点
検

必
須

1
-
2
-
5

農
薬
使
用
基
準
の

遵
守

必
須

1
-
2
-
6

農
薬
の
正
し
い

計
量
・
希
釈

作
成
例
①
の
農
薬
使
用
の
手
順
書
（
参
考
様
式
集
P
５
６
）
の
中

に
、
使
用
前
点
検
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
記
載
し
、
ル
ー
ル
と
し
て
作
業

者
全
員
で
共
有
し
ま
し
ょ
う
。

散
布
作
業
前
の
留
意
事
項
と
し
て
、
作
業
場
に
表
示
す
る
の
も
有

効
で
す
。

計
量
カ
ッ
プ
や
秤
を
用
い
て
、
正
確
に
計
量
し
て
希
釈
し
ま
し
ょ
う
。

清
浄
茶
生
産
誓
約
書
を
提
出
す
る
と
と
も
に
、
「
茶
樹
病
害
虫
防
除

指
針
」
を
い
つ
で
も
閲
覧
・
確
認
で
き
る
場
所
に
保
管
し
ま
し
ょ
う
。

農
薬
の
購
入
前
に
最
新
の
登
録
内
容
を
確
認
し
、
無
登
録
農
薬

の
使
用
を
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
輸
出
す
る
際
に
は
輸
出
先
国
で

禁
止
さ
れ
て
い
る
農
薬
を
確
認
し
て
、
そ
の
農
薬
を
使
用
し
な
い
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う
。

作
成
例
①
（
参
考
様
式
集
P
５
６
）
の
農
薬
使
用
の
手
順
書
の
中

に
、
使
用
時
に
最
新
の
情
報
を
確
認
す
る
こ
と
を
記
載
し
、
作
業
者

全
員
で
共
有
し
ま
し
ょ
う
。

1
-
2
-
4

-
 3

 -



番番
号号

レレ
ベベ
ルル

項項
　　
　　
目目

取取
　　
　　
組組
　　
　　
事事
　　
　　
項項

取取
組組
みみ
方方
法法

1
-
2
-
7

必
須

農
薬
散
布
機
の

使
用
後
の
充
分
な

洗
浄

農
薬
の
散
布
後
に
は
、
薬
液
タ
ン
ク
･ホ
ー
ス
･噴
頭
･ノ
ズ
ル
等
の
農
薬
が
残
っ
て
い
る

可
能
性
が
あ
る
箇
所
は
全
て
手
順
を
決
め
て
洗
浄
し
て
い
る
。

作
成
例
①
（
参
考
様
式
集
P
５
６
）
の
農
薬
使
用
の
手
順
書
の
中

に
、
使
用
後
の
洗
浄
手
順
を
記
載
し
作
業
者
全
員
で
共
有
し
ま

し
ょ
う
。

1
-
2
-
8

必
須

ド
リ
フ
ト
（
農
薬
飛

散
）
事
故
の
回
避
対

策
（
そ
の
１
）

周
辺
で
栽
培
さ
れ
て
い
る
作
物
の
栽
培
状
況
を
把
握
し
、
そ
こ
か
ら
の
農
薬
の
ド
リ
フ
ト

（
飛
散
）
の
危
険
性
に
つ
い
て
認
識
し
て
い
る
。

番
号
１
－
１
－
１
（
茶
園
・
関
連
施
設
の
基
本
情
報
の
整
理
）
で
取
り

組
む
茶
園
地
図
の
作
成
（
参
考
様
式
集
P
３
４
：
参
考
様
式
②
）
を

行
え
ば
、
周
辺
か
ら
の
ド
リ
フ
ト
被
害
の
可
能
性
が
よ
く
わ
か
り
ま

す
。

周
辺
の
栽
培
作
物
や
地
形
等
か
ら
、
リ
ス
ク
が
高
く
気
を
つ
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
ほ
場
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

1
-
2
-
9

重
要

ド
リ
フ
ト
（
農
薬
飛

散
）
事
故
の
回
避
対

策
（
そ
の
２
）

周
辺
の
生
産
者
と
農
薬
散
布
予
定
の
情
報
交
換
を
す
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
ド
リ
フ
ト
（
飛

散
）
回
避
対
策
を
行
っ
て
い
る
。

ま
た
、
情
報
交
換
以
外
の
ド
リ
フ
ト
対
策
に
、
ル
ー
ル
を
決
め
る
な
ど
し
て
取
り
組
ん
で

い
る
。

看
板
の
設
置
や
声
を
掛
け
合
う
な
ど
し
て
情
報
交
換
を
行
い
ま
し
ょ

う
。
近
接
し
て
い
た
り
、
他
作
物
の
ほ
場
が
近
く
に
あ
る
場
合
な
ど
、
ド
リ

フ
ト
の
危
険
が
高
い
と
判
断
さ
れ
る
ほ
場
で
は
、
互
い
に
連
絡
し
あ

え
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

対
策
に
は
、
風
向
き
を
考
慮
し
て
散
布
す
る
、
風
の
強
い
時
に
は

散
布
し
な
い
等
の
ル
ー
ル
づ
く
り
等
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

1
-
2
-
1
0
必
須

農
薬
使
用
を
必
要

最
低
限
に
す
る
取

組

化
学
農
薬
の
使
用
回
数
を
必
要
最
低
限
に
す
る
た
め
の
様
々
な
工
夫
に
基
づ
く
病
害

虫
防
除
を
行
っ
て
い
る
。

①
発
生
予
察
情
報
の
活
用
等
に
よ
り
、
病
害
虫
の
発
生
状
況
を
把

握
し
た
上
で
、
防
除
の
必
要
性
や
タ
イ
ミ
ン
グ
を
判
断
し
ま
し
ょ
う

②
防
除
が
必
要
な
場
合
に
は
、
化
学
農
薬
に
限
ら
ず
、
物
理
的
・

生
物
的
防
除
方
法
も
含
め
た
多
様
な
手
段
の
中
か
ら
適
切
な
方

法
を
選
び
ま
し
ょ
う

③
土
着
天
敵
等
の
活
用
に
よ
り
、
病
害
虫
・
雑
草
の
発
生
し
に
く
い

環
境
を
整
え
ま
し
ょ
う

-
 4

 -



番番
号号

レレ
ベベ
ルル

項項
　　
　　
目目

取取
　　
　　
組組
　　
　　
事事
　　
　　
項項

取取
組組
みみ
方方
法法

①
部
外
者
が
立
ち
入
れ
な
い
よ
う
に
す
る
等
、
盗
難
対
策
が
と
ら
れ
て
い
る
。

農
薬
は
、
鍵
が
か
か
る
農
薬
保
管
庫
で
保
管
し
ま
し
ょ
う
。

②
農
薬
の
保
管
場
所
に
は
、
危
険
性
を
警
告
す
る
表
示
が
あ
り
、
普
通
物
と
毒
劇
物
は

か
な
ら
ず
分
別
し
て
保
管
し
、
毒
劇
物
の
保
管
場
所
に
は
必
ず
施
錠
、
表
示
を
し
て
い

る
。

危
険
性
を
示
す
『
農
薬
保
管
庫
』
等
の
表
示
を
行
う
と
と
も
に
、
該

当
す
る
場
合
は
『
劇
物
』
な
ど
の
表
示
も
行
い
ま
し
ょ
う
。
（
表
示
例

参
照
）
。

1
-
2
-
1
2
必
須

農
薬
の
他
容
器
へ

の
移
し
替
え
の
禁

止

農
薬
類
は
、
も
と
も
と
の
容
器
で
き
ち
ん
と
保
管
し
て
お
り
、
ジ
ュ
ー
ス
等
飲
料
の
容
器

に
移
し
替
え
て
は
い
な
い
。

農
薬
は
、
購
入
時
に
入
っ
て
い
た
容
器
の
ま
ま
で
保
管
し
て
く
だ
さ

い
。
絶
対
に
、
別
の
容
器
に
入
れ
替
え
た
り
、
小
分
け
し
て
は
い
け

ま
せ
ん
。

1
-
2
-
1
3
必
須

発
火
性
ま
た
は
引

火
性
の
恐
れ
が
あ

る
農
薬
の
適
切
な

保
管

発
火
性
ま
た
は
引
火
性
の
恐
れ
が
あ
る
農
薬
を
保
管
し
て
い
る
場
合
は
、
農
薬
の
販

売
店
･メ
ー
カ
ー
等
に
保
管
方
法
を
確
認
し
、
そ
の
指
示
に
従
っ
て
保
管
し
て
い
る
。

農
薬
の
保
管
は
、
火
気
の
近
く
で
保
管
し
な
い
注
意
等
が
必
要
で

す
。

農
薬
の
適
切
な

保
管
(場
所
)

1
-
2
-
1
1
必
須

-
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番番
号号

レレ
ベベ

ルル
項項

　　
　　

目目
取取

　　
　　

組組
　　

　　
事事

　　
　　

項項
取取

組組
みみ

方方
法法

①
 開

封
し

た
農

薬
は

、
蓋

や
開

け
口

が
き

ち
ん

と
閉

め
ら

れ
て

お
り

、
こ

ぼ
れ

な
い

様
に

し
て

い
る

。

②
農

薬
同

士
が

こ
ぼ

れ
た

際
に

混
ざ

ら
な

い
よ

う
に

、
液

状
の

も
の

は
粉

剤
・
粒

剤
・
水

和
剤

の
上

に
置

か
な

い
、

 も
し

く
は

ト
レ

ー
等

を
利

用
し

て
い

る
。

③
作

物
に

使
用

す
る

も
の

、
作

物
以

外
に

使
用

す
る

も
の

（
除

草
剤

や
非

農
耕

地
に

限
っ

て
使

用
が

許
可

さ
れ

て
い

る
も

の
）
を

分
け

て
保

管
し

、
誤

用
を

回
避

し
て

い
る

。

④
 農

薬
流

出
に

対
処

す
る

た
め

、
開

封
し

た
農

薬
及

び
未

開
封

で
も

破
損

し
易

い
容

器
の

農
薬

に
つ

い
て

は
、

内
容

量
に

あ
っ

た
ト

レ
ー

や
囲

い
を

活
用

し
て

い
る

。
流

出
し

た
農

薬
を

清
掃

す
る

た
め

の
専

用
の

砂
・
ほ

う
き

・
ち

り
と

り
・
ご

み
袋

等
を

用
意

し
て

い
る

。

⑤
冷

涼
・
乾

燥
し

た
場

所
で

保
管

し
て

い
る

。
ま

た
、

ラ
ベ

ル
で

要
求

さ
れ

て
い

る
場

合
に

は
そ

の
温

度
条

件
が

保
た

れ
て

い
る

。

⑥
そ

の
他

ラ
ベ

ル
に

記
載

さ
れ

た
保

管
上

の
注

意
が

あ
る

場
合

は
、

そ
の

指
示

に
従

っ
て

い
る

。

⑦
立

ち
入

り
可

能
な

保
管

庫
の

場
合

、
通

気
性

が
あ

る
。

⑧
ラ

ベ
ル

が
読

め
る

程
度

の
明

る
さ

を
確

保
し

て
い

る
。

⑨
農

薬
及

び
農

薬
準

備
・
使

用
に

必
要

な
器

具
と

、
 そ

れ
以

外
の

肥
料

等
の

資
材

・
摘

採
袋

・
燃

料
・
機

械
・
農

産
物

等
が

接
触

し
な

い
よ

う
に

保
管

し
て

い
る

⑩
農

薬
の

保
管

庫
の

棚
が

農
薬

を
吸

収
・
吸

着
し

な
い

よ
う

な
対

策
を

と
っ

て
い

る
。

1
-
2
-
1
4

農
薬

の
保

管
方

法
【
保

管
上

の
整

理
整

頓
方

法
】

重
要

左
記

の
①

～
⑩

の
取

組
事

項
を

実
践

し
ま

し
ょ

う
。

ま
た

、
作

成
例

②
（
参

考
様

式
集

P
５

７
）
の

農
薬

保
管

庫
の

管
理

方
法

を
作

業
者

に
周

知
徹

底
し

ま
し

ょ
う

。
な

お
、

周
知

徹
底

す
る

た
め

の
方

法
と

し
て

、
農

薬
保

管
庫

に
掲

示
す

る
の

も
有

効
で

す
。

⑨
作

業
の

導
線

を
考

慮
し

て
農

薬
の

保
管

場
所

を
設

定
し

ま
す

。

⑩
木

製
の

棚
に

は
ペ

ン
キ

を
塗

り
ま

す
。
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番番
号号

レレ
ベベ

ルル
項項

　　
　　

目目
取取

　　
　　

組組
　　

　　
事事

　　
　　

項項
取取

組組
みみ

方方
法法

1
-
2
-
1
5

必
須

農
薬

の
最

終
有

効
年

月
の

管
理

最
終

有
効

年
月

を
過

ぎ
た

農
薬

や
使

用
禁

止
と

な
っ

た
農

薬
は

安
全

に
保

管
・
管

理
し

、
地

域
の

行
政

や
Ｊ
Ａ

の
指

導
に

従
っ

て
処

分
し

て
い

る
。

使
っ

て
は

い
け

な
い

農
薬

は
、

ト
レ

イ
を

分
け

る
な

ど
し

て
他

の
農

薬
と

区
分

し
て

整
頓

・
保

管
し

た
う

え
で

、
適

切
に

処
分

し
ま

し
ょ

う
。

農
薬

を
使

用
す

る
際

は
、

茶
生

産
管

理
台

帳
に

下
記

の
項

目
が

わ
か

る
よ

う
に

記
録

し
て

い
る

。

①
 使

用
場

所
 （

圃
場

の
名

称
ま

た
は

圃
場

番
号

）

②
 使

用
年

月
日

③
 農

薬
の

商
品

名
及

び
有

効
成

分

④
 希

釈
倍

数
と

使
用

量

⑤
 摘

採
日

(摘
採

前
日

数
)

①
 作

業
者

名

②
 使

用
目

的
（
適

用
病

害
虫

・
雑

草
名

）

③
 使

用
方

法
（
散

布
機

等
の

機
械

の
特

定
を

含
む

）

④
 農

薬
使

用
責

任
者

名

1
-
2
-
1
8

重
要

特
殊

肥
料

・
敷

き
草

・
そ

の
他

資
材

の
安

全
性

汚
泥

肥
料

・
堆

肥
等

の
特

殊
肥

料
等

の
資

材
は

、
農

産
物

に
危

害
を

及
ぼ

す
要

因
（
重

金
属

・
化

学
物

質
・
有

害
微

生
物

・
放

射
性

物
質

）
が

な
い

こ
と

を
確

認
し

て
使

用
し

て
い

る
。

安
全

性
に

問
題

が
な

い
か

購
入

先
に

確
認

し
て

購
入

し
ま

し
ょ

う
。

1
-
2
-
1
9

重
要

肥
料

散
布

機
の

使
用

前
点

検
肥

料
散

布
機

の
使

用
前

点
検

を
行

い
、

散
布

口
の

詰
ま

り
が

無
い

等
を

確
認

す
る

な
ど

し
て

安
全

に
正

確
に

散
布

出
来

る
こ

と
を

確
認

し
て

い
る

。
肥

料
散

布
機

の
使

用
前

の
点

検
を

ル
ー

ル
化

し
て

取
り

組
み

ま
し

ょ
う

。

1
-
2
-
1
7

重
要

農
薬

使
用

の
記

録
①

必
須

1
-
2
-
1
6

農
薬

使
用

の
記

録
②

農
薬

使
用

の
都

度
、

茶
生

産
管

理
台

帳
へ

の
記

帳
を

行
い

ま
し

ょ
う

。
③

、
⑤

に
つ

い
て

は
、

病
害

虫
防

除
指

針
に

記
載

さ
れ

て
い

る
の

で
、

い
つ

で
も

確
認

出
来

る
よ

う
手

元
に

置
く
よ

う
に

し
ま

し
ょ

う
。

※
記

帳
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
、

以
下

の
よ

う
な

メ
リ

ッ
ト

が
あ

り
ま

す
。

・
使

用
回

数
の

超
過

防
止

・
実

際
の

収
穫

時
期

の
変

動
に

伴
う

使
用

時
期

遵
守

・
耐

性
・
抵

抗
性

を
発

生
さ

せ
な

い
ロ

ー
テ

ー
シ

ョ
ン

確
保

・
農

場
内

の
作

業
者

間
の

情
報

共
有

・
残

留
農

薬
事

故
な

ど
問

題
発

生
時

の
原

因
調

査
の

資
料

④
に

つ
い

て
は

、
組

織
の

責
任

者
表

に
記

載
し

て
い

れ
ば

よ
い

。

※
記

帳
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
、

以
下

の
よ

う
な

メ
リ

ッ
ト

が
あ

り
ま

す
。

・
使

用
回

数
の

超
過

防
止

・
実

際
の

収
穫

時
期

の
変

動
に

伴
う

使
用

時
期

遵
守

・
耐

性
・
抵

抗
性

を
発

生
さ

せ
な

い
ロ

ー
テ

ー
シ

ョ
ン

確
保

・
農

場
内

の
作

業
者

間
の

情
報

共
有

・
残

留
農

薬
事

故
な

ど
問

題
発

生
時

の
原

因
調

査
の

資
料
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番番
号号

レレ
ベベ
ルル

項項
　　
　　
目目

取取
　　
　　
組組
　　
　　
事事
　　
　　
項項

取取
組組
みみ
方方
法法

1
-
2
-
2
0
必
須

摘
採
等
の
作
業
の

中
の
危
害
要
因
の

特
定
・
検
討

茶
園
管
理
作
業
の
中
に
あ
る
茶
の
安
心
安
全
を
脅
か
す
リ
ス
ク
を
認
識
す
る
た
め
に
、

作
業
内
容
や
使
用
機
械
、
器
具
を
体
系
化
し
て
整
理
し
、
危
害
要
因
を
検
討
し
て
い

る
。

摘
採
や
被
覆
、
生
葉
運
搬
等
、
普
段
行
っ
て
い
る
作
業
を
振
り
返

り
、
作
業
の
中
に
異
物
混
入
な
ど
、
茶
の
安
心
安
全
を
脅
か
す
食

品
事
故
を
引
き
起
こ
し
か
ね
な
い
場
面
や
作
業
方
法
等
が
な
い

か
、
参
考
様
式
集
P
３
９
の
参
考
様
式
⑥
を
用
い
て
検
討
し
て
み
ま

し
ょ
う
。

1
-
2
-
2
1
必
須

茶
の
安
全
を
確
保

す
る
対
策
・
ル
ー

ル
・
作
業
手
順
の
決

定

1
-
2
-
2
0
で
認
識
し
た
安
心
安
全
を
脅
か
す
リ
ス
ク
を
防
ぐ
た
め
の
対
策
・
ル
ー
ル
・
作
業

手
順
を
検
討
し
、
各
作
業
工
程
ご
と
に
作
成
し
て
文
書
化
し
て
い
る
。

対
策
・
ル
ー
ル
・
作
業
手
順
は
、
別
表
１
（
点
検
シ
ー
ト
P
１
６
）
を
参
考
と
し
て
独
自
の
必

要
ル
ー
ル
を
定
め
て
い
る
。

点
検
シ
ー
ト
P
１
６
の
別
表
１
を
参
考
と
し
て
、
自
分
の
管
理
作
業
の

中
に
あ
る
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
た
め
の
対
策
・
ル
ー
ル
作
り
を
行

い
、
ノ
ー
ト
に
ま
と
め
た
り
、
表
示
を
す
る
な
ど
文
書
化
し
ま
し
ょ
う
。

1
-
2
-
2
2
必
須

対
策
・
ル
ー
ル
・
作

業
手
順
の
周
知
と

実
施

1
－
2
－
2
1
で
定
め
た
対
策
･ル
ー
ル
･手
順
を
全
て
の
作
業
者
が
知
っ
て
い
て
、
実
践
し

て
い
る
。

自
分
た
ち
で
作
っ
た
対
策
や
ル
ー
ル
を
、
定
期
的
に
確
認
し
あ
っ

た
り
し
て
、
作
業
者
全
員
が
知
り
、
実
践
出
来
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ

う
。

３３
　　
｢｢農農
業業
労労
働働
のの
事事
故故
をを
防防
ぐぐ
たた
めめ
にに
｣｣

番番
号号

レレ
ベベ
ルル

項項
　　
　　
目目

取取
　　
　　
組組
　　
　　
事事
　　
　　
項項

取取
組組
みみ
方方
法法

1
-
3
-
1

必
須
作
業
に
お
け
る

危
険
箇
所
の
把
握

茶
園
管
理
作
業
を
振
り
返
り
、
ケ
ガ
や
事
故
が
発
生
す
る
恐
れ
の
あ
る
危
険
な
作
業
・

場
所
に
つ
い
て
、
一
覧
表
な
ど
を
作
成
し
て
整
理
し
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
の
農
作
業
を
ふ
り
か
え
り
、
怪
我
を
し
た
り
、
ヒ
ヤ
リ
、

ハ
っ
と
し
た
場
所
や
作
業
を
思
い
出
し
て
、
茶
園
情
報
一
覧
表
（
様

式
集
P
３
３
：
参
考
様
式
①
）
の
留
意
事
項
の
欄
に
書
き
出
し
て
み

ま
し
ょ
う
。

1
-
3
-
2

重
要
事
故
の
防
止
対
策

1
-
3
-
1
で
整
理
し
た
一
覧
表
等
に
基
づ
き
、
事
故
を
防
ぐ
た
め
の
対
策
や
ル
ー
ル
を
作

成
し
て
い
る
。
具
体
例
と
し
て
は
別
表
２
（
点
検
シ
ー
ト
P
１
７
）
を
参
考
と
す
る
。

点
検
シ
ー
ト
P
１
７
の
別
表
２
を
参
考
に
、
自
分
の
作
業
の
中
で
の

事
故
を
防
ぐ
対
策
や
ル
ー
ル
を
作
成
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
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番番
号号

レレ
ベベ
ルル

項項
　　
　　
目目

取取
　　
　　
組組
　　
　　
事事
　　
　　
項項

取取
組組
みみ
方方
法法

1
-
3
-
3

重
要

事
故
の
防
止
対
策

の
作
業
者
へ
の
周

知
徹
底

1
-
3
-
2
で
決
め
た
対
策
･ル
ー
ル
･手
順
を
、
作
業
者
全
員
が
知
っ
て
い
て
実
践
し
て
い

る
。

事
故
を
防
ぐ
対
策
や
ル
ー
ル
に
つ
い
て
、
定
期
的
に
確
認
し
あ
っ

た
り
、
掲
示
し
た
り
し
て
、
作
業
者
全
員
が
共
有
出
来
る
よ
う
に
し
ま

し
ょ
う
。

危
険
な
作
業
を
実
施
す
る
作
業
者
は
、
下
記
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
。

①
安
全
な
作
業
の
た
め
の
充
分
な
説
明
や
訓
練
を
受
け
た
こ
と
が
記
録
で
分
か
る
。

②
酒
気
帯
び
者
、
薬
剤
を
服
用
し
、
作
業
に
支
障
の
あ
る
者
、
病
人
、
妊
婦
、
年
少
者
、

必
要
な
資
格
を
取
得
し
て
い
な
い
者
に
は
作
業
に
従
事
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
。

③
高
齢
者
の
加
齢
に
伴
う
心
身
機
能
の
変
化
を
ふ
ま
え
た
作
業
分
担
の
配
慮
を
し
て

い
る
。

④
高
所
作
業
や
落
下
物
、
転
倒
の
危
険
が
あ
る
場
所
で
の
作
業
時
に
、
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を

着
用
す
る
等
、
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
適
切
な
服
装
・
装
備
を
着
用
し
て
い
る
。

⑤
一
日
あ
た
り
の
作
業
時
間
と
休
憩
取
得
を
設
定
し
て
い
る
。

1
-
3
-
5

必
須
公
的
資
格
の
取
得

法
規
制
で
定
め
ら
れ
て
い
る
作
業
の
公
的
資
格
の
保
有
や
講
習
の
修
了
者
が
い
る
こ

と
を
証
明
出
来
る
。

例
：
自
動
車
運
転
免
許
、
危
険
物
取
扱
者
、
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
運
転
技
能
講
習
等

○
○
○
○
免
許
、
△
△
△
資
格
に
つ
い
て
は
、
免
許
証
や
受
講
証

等
を
コ
ピ
ー
す
る
な
ど
し
て
整
理
し
、
免
許
の
期
限
切
れ
等
が
無
い

よ
う
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

①
安
全
装
備
の
確
認
、
使
用
前
点
検
、
使
用
後
の
整
備
等
は
機
械
・
設
備
メ
ー
カ
ー
の

説
明
や
取
扱
説
明
書
に
規
定
さ
れ
た
方
法
で
実
施
し
て
い
る
。

①
取
扱
説
明
書
類
は
、
必
ず
熟
読
し
、
ま
た
、
す
ぐ
に
読
み
返
せ
る

よ
う
わ
か
り
や
す
い
場
所
に
ま
と
め
て
整
頓
し
て
保
管
し
ま
し
ょ
う
。

②
機
械
・
設
備
の
安
全
を
損
ね
る
よ
う
な
改
造
を
実
施
し
て
い
な
い
。

②
機
械
・
設
備
の
安
全
を
損
ね
る
よ
う
な
改
造
を
実
施
し
て
は
い
け

ま
せ
ん
。

安
全
な
農
業
機
械

の
使
用

1
-
3
-
6

危
険
な
作
業
に
対

す
る
作
業
者
の
制

限

①
安
全
作
業
の
た
め
の
研
修
受
講
や
情
報
の
確
認
を
心
掛
け
る

と
と
も
に
、
新
規
に
従
事
す
る
人
を
迎
え
た
ら
、
安
全
作
業
を
教
育

し
ま
し
ょ
う
。
新
し
い
機
械
を
導
入
し
た
場
合
に
は
、
安
全
な
使
用

方
法
を
、
十
分
に
理
解
し
て
使
用
し
ま
し
ょ
う
。

②
～
④
労
働
事
故
の
発
生
を
無
く
す
た
め
に
、
作
業
者
の
制
限
や

作
業
方
法
、
作
業
着
等
に
つ
い
て
十
分
留
意
を
し
ま
し
ょ
う
。

重
要

重
要

1
-
3
-
4

-
 9

 -



番番
号号

レレ
ベベ

ルル
項項

　　
　　

目目
取取

　　
　　

組組
　　

　　
事事

　　
　　

項項
取取

組組
みみ

方方
法法

①
燃

料
類

の
周

辺
は

、
火

気
厳

禁
に

し
て

い
る

。

②
危

険
物

は
､消

防
法

及
び

地
方

公
共

団
体

の
火

災
予

防
条

例
に

定
め

る
指

定
数

量
に

関
す

る
取

り
決

め
を

遵
守

し
て

保
管

し
て

い
る

。
（
点

検
シ

ー
ト

P
１

８
別

表
３

参
照

）

③
適

切
に

消
火

設
備

を
配

置
し

て
い

る
。

④
燃

料
類

は
、

ひ
び

割
れ

や
キ

ャ
ッ

プ
・
栓

の
閉

め
忘

れ
等

が
な

く
、

漏
洩

を
防

止
し

て
保

管
し

て
い

る
。

⑤
内

容
物

に
適

し
た

容
器

を
用

い
て

保
管

し
て

い
る

。

①
 使

用
し

な
い

と
き

は
バ

ル
ブ

を
し

っ
か

り
閉

め
て

い
る

。

②
 燃

料
タ

ン
ク

・
ポ

リ
タ

ン
ク

等
の

転
倒

防
止

対
策

を
講

じ
て

い
る

。

③
危

険
物

表
示

を
行

っ
て

い
る

。

1
-
3
-
9

必
須

農
薬

散
布

時
の

保
護

衣
･防

護
具

の
着

用

①
農

薬
使

用
に

あ
た

り
、

作
業

者
は

農
薬

の
ラ

ベ
ル

の
指

示
に

従
っ

て
、

適
切

に
防

護
衣

、
防

護
具

(マ
ス

ク
･ゴ

ー
グ

ル
・
手

袋
等

)を
着

用
し

て
い

る
。

②
マ

ス
ク

に
つ

い
て

は
、

使
用

回
数

・
期

間
の

指
定

が
あ

る
場

合
に

は
そ

れ
に

従
っ

て
い

る
。

作
業

者
の

健
康

を
保

護
す

る
た

め
に

、
適

切
な

保
護

衣
、

防
護

具
の

着
用

を
し

ま
し

ょ
う

。

1
-
3
-
1
0

重
要

保
護

衣
・
防

護
具

の
洗

浄
保

護
衣

・
防

護
具

は
、

使
用

後
に

適
切

に
洗

浄
し

て
い

る
。

農
薬

使
用

の
手

順
書

（
参

考
様

式
集

P
５

６
：
作

成
例

①
）
の

中
に

、
保

護
衣

や
保

護
具

に
付

い
た

農
薬

が
残

留
し

な
い

よ
う

な
使

用
後

の
洗

浄
を

明
記

し
て

、
全

員
で

共
有

し
ま

し
ょ

う
。

1
-
3
-
1
1

必
須

保
護

衣
・
防

護
具

の
適

切
な

保
管

保
護

衣
と

防
護

具
（
マ

ス
ク

・
ゴ

ー
グ

ル
・
ゴ

ム
手

袋
、

ゴ
ム

長
靴

等
）
は

、
農

薬
お

よ
び

農
産

物
と

接
触

し
な

い
よ

う
保

管
し

て
い

る
。

保
護

衣
や

防
護

具
は

、
農

薬
と

同
じ

場
所

に
保

管
せ

ず
、

ま
た

、
導

線
を

考
慮

す
る

な
ど

し
て

、
生

葉
や

荒
茶

、
摘

採
用

具
、

大
海

等
に

触
れ

な
い

よ
う

な
場

所
に

保
管

し
ま

し
ょ

う
。

適
切

な
燃

料
の

保
管

管
理

（
そ

の
2
）

努
力

1
-
3
-
8

適
切

な
燃

料
の

保
管

管
理

（
そ

の
1
）

必
須

1
-
3
-
7

①
火

気
厳

禁
の

表
示

を
し

ま
し

ょ
う

（
表

示
例

参
照

）
。

②
指

定
数

量
に

関
す

る
取

り
決

め
を

遵
守

し
て

保
管

し
ま

し
ょ

う
。

③
適

切
に

消
火

器
等

を
配

置
し

ま
し

ょ
う

。

④
「
閉

栓
確

認
！

」
等

の
表

示
を

し
て

閉
め

忘
れ

が
な

い
よ

う
に

し
ま

し
ょ

う
。

⑤
容

器
は

、
消

防
法

令
に

よ
り

、
一

定
の

強
度

を
有

す
る

と
と

も
に

、
材

質
に

よ
り

容
量

が
制

限
さ

れ
て

い
る

こ
と

に
注

意
し

ま
し

ょ
う

。

①
バ

ル
ブ

閉
め

確
認

の
表

示
を

し
ま

し
ょ

う
。

②
平

ら
な

と
こ

ろ
に

置
き

、
必

要
な

場
合

は
、

杭
や

チ
ェ

ー
ン

で
固

定
し

ま
し

ょ
う

。

-
 1

0
 -



番番
号号

レレ
ベベ
ルル

項項
　　
　　
目目

取取
　　
　　
組組
　　
　　
事事
　　
　　
項項

取取
組組
みみ
方方
法法

1
-
3
-
1
3
必
須
労
災
保
険
へ
の
加

入

常
時
雇
用
の
従
業
員
(同
一
生
計
人
は
含
ま
な
い
、
但
し
パ
ー
ト
、
ア
ル
バ
イ
ト
は
含
む
)

が
い
る
場
合
、
労
災
保
険
に
加
入
し
て
い
る
。
(常
時
雇
用
の
従
業
員
が
、
５
名
未
満
の

個
人
事
業
を
除
く
)

1
-
3
-
1
4
必
須
最
低
賃
金
の
遵
守

従
業
員
・
雇
用
者
の
最
低
賃
金
は
法
律
を
遵
守
し
て
い
る
。

京
都
府
の
最
低
賃
金
を
確
認
し
（
京
都
府
Ｈ
Ｐ
参
照
）
そ
れ
以
上
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

４４
　　
｢｢環環
境境
にに
やや
ささ
しし
いい
茶茶
園園
管管
理理
をを
行行
うう
たた
めめ
にに
｣｣

番番
号号

レレ
ベベ
ルル

項項
　　
　　
目目

取取
　　
　　
組組
　　
　　
事事
　　
　　
項項

取取
組組
みみ
方方
法法

①
農
薬
の
散
布
液
が
余
る
こ
と
の
無
い
よ
う
、
散
布
面
積
か
ら
必
要
な
量
だ
け
を
調
整

し
て
い
る
。

②
農
薬
の
空
き
容
器
や
調
整
す
る
際
に
使
用
し
た
計
量
カ
ッ
プ
等
は
、
使
用
後
３
回
以

上
す
す
ぎ
、
す
す
い
だ
水
は
散
布
機
の
タ
ン
ク
に
希
釈
用
の
水
の
一
部
と
し
て
戻
し
て

い
る
。

下
記
の
こ
と
を
守
り
、
使
用
し
た
農
薬
が
地
下
水
や
河
川
を
汚
染
し
な
い
よ
う
に
し
て
い

る
。

①
必
要
最
低
限
の
農
薬
を
使
用
し
て
い
る
。

②
散
布
残
液
を
適
切
に
処
理
し
て
い
る
。

③
散
布
器
具
の
洗
浄
水
を
適
切
に
処
理
し
て
い
る
。

1
-
4
-
2

重
要
農
薬
に
よ
る
水
質

汚
染
の
防
止

①
耕
種
的
防
除
等
を
実
施
し
ま
し
ょ
う
。

②
残
液
は
、
規
定
の
散
布
量
を
超
え
な
い
範
囲
で
、
散
布
ム
ラ
へ

の
対
応
等
で
処
理
し
ま
し
ょ
う
。

③
用
排
水
路
に
流
入
さ
せ
な
い
よ
う
な
場
所
で
洗
浄
し
ま
し
ょ
う
。

1
-
4
-
1

必
須
農
薬
散
布
液
の
調

整
方
法

茶
園
情
報
を
整
理
（
参
考
様
式
集
P
３
３
：
参
考
様
式
①
）
し
て
、
茶

園
面
積
か
ら
、
必
要
な
散
布
量
を
調
整
し
ま
し
ょ
う
。

農
薬
使
用
の
手
順
書
（
参
考
様
式
集
P
５
６
：
作
成
例
①
）
の
中
に

計
量
カ
ッ
プ
等
の
洗
浄
方
法
を
明
記
し
、
作
業
者
で
共
有
し
ま
し
ょ

う
。

-
 1

1
 -



番番
号号

レレ
ベベ

ルル
項項

　　
　　

目目
取取

　　
　　

組組
　　

　　
事事

　　
　　

項項
取取

組組
みみ

方方
法法

①
周

辺
地

へ
農

薬
の

ド
リ

フ
ト

（
飛

散
）
が

な
い

よ
う

に
、

散
布

方
法

や
風

向
き

・
風

速
な

ど
に

気
を

つ
け

て
散

布
し

て
い

る
。

②
散

布
す

る
際

の
近

隣
住

民
へ

の
事

前
の

周
知

等
を

行
っ

て
い

る
。

農
薬

の
空

容
器

は
下

記
の

こ
と

を
守

っ
て

保
管

し
て

い
る

。

①
空

容
器

の
処

理
と

保
管

は
ラ

ベ
ル

の
指

示
に

従
っ

て
い

る
｡

②
容

器
内

の
農

薬
は

使
い

切
っ

て
い

る
。

③
空

容
器

は
他

の
目

的
に

使
用

し
な

い
。

④
人

間
、

動
物

、
農

産
物

や
包

装
資

材
と

接
触

し
な

い
よ

う
、

環
境

を
汚

染
し

な
い

よ
う

に
安

全
に

保
管

し
て

い
る

｡

農
薬

の
空

容
器

は
下

記
の

こ
と

を
守

っ
て

処
理

し
て

い
る

。

①
地

方
公

共
団

体
の

指
導

に
従

っ
て

処
理

し
て

い
る

。

②
地

方
公

共
団

体
、

農
協

等
に

回
収

・
処

理
サ

ー
ビ

ス
が

あ
れ

ば
、

 そ
れ

を
利

用
す

る
。

必
要

以
上

の
施

肥
に

よ
っ

て
、

地
下

水
や

河
川

を
汚

染
し

な
い

よ
う

に
、

下
記

の
こ

と
を

守
り

、
施

肥
量

の
適

正
化

等
に

留
意

し
て

い
る

。

①
投

入
し

た
堆

肥
等

か
ら

の
肥

料
成

分
を

考
慮

し
て

い
る

。

②
施

肥
基

準
に

則
し

た
施

肥
を

し
て

い
る

。

③
緩

効
性

肥
料

の
利

用
等

を
し

て
い

る
。

1
-
4
-
3

必
須

農
薬

の
周

辺
住

民
へ

の
影

響
の

回
避

①
農

薬
使

用
の

手
順

書
（
参

考
様

式
集

P
５

６
：
作

成
例

①
）
の

中
に

明
記

し
ま

し
ょ

う
。

②
作

成
例

③
（
参

考
様

式
集

P
５

８
)を

参
考

と
し

て
表

示
す

る
な

ど
、

周
知

を
行

い
ま

し
ょ

う
。

1
-
4
-
6

重
要

肥
料

に
よ

る
水

質
汚

染
の

防
止

左
記

の
①

～
③

等
、

施
肥

量
の

適
正

化
を

意
識

し
た

施
肥

を
行

い
ま

し
ょ

う
。

1
-
4
-
4

必
須

廃
棄

物
の

減
量

・
分

別
･リ

サ
イ

ク
ル

（
農

薬
の

空
容

器
）

農
薬

の
空

容
器

が
環

境
を

汚
染

し
な

い
よ

う
、

左
記

の
①

～
④

を
ル

ー
ル

と
し

て
保

管
す

る
よ

う
に

し
ま

し
ょ

う
。

農
薬

の
空

き
容

器
は

、
参

考
資

料
①

（
参

考
様

式
集

P
６

４
)を

参
考

に
適

切
に

取
り

扱
い

ま
し

ょ
う

。

1
-
4
-
5

必
須

廃
棄

物
の

適
正

な
処

理
の

実
施

（
農

薬
の

空
容

器
等

）

Ｊ
Ａ

等
に

回
収

処
理

の
予

定
を

確
認

し
て

、
適

切
に

処
理

を
し

ま
し

ょ
う

。

-
 1

2
 -



番番
号号

レレ
ベベ
ルル

項項
　　
　　
目目

取取
　　
　　
組組
　　
　　
事事
　　
　　
項項

取取
組組
みみ
方方
法法

生
産
管
理
台
帳
に
下
記
の
内
容
を
記
録
し
て
い
る
。

①
施
肥
し
た
場
所
（
圃
場
の
名
称
ま
た
は
圃
場
番
号
）

②
施
肥
日

③
肥
料
等
の
名
称
と
成
分

④
施
肥
量

⑤
施
肥
方
法
（
散
布
機
械
の
特
定
を
含
む
）

⑥
作
業
者
名

①
茶
園
管
理
作
業
で
出
る
廃
油
・
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
・
植
物
残
渣
・
そ
の
他
の
廃
棄
物
を

把
握
し
、
処
理
方
法
と
保
管
場
所
を
整
理
し
て
い
る
。

②
廃
棄
物
は
地
方
公
共
団
体
の
指
導
に
従
い
、
適
切
に
保
管
･処
理
し
て
い
る
。

③
使
用
済
み
農
業
資
材
を
野
焼
き
、
放
置
、
埋
め
立
て
し
て
い
な
い
。

茶
園
か
ら
出
る
廃
棄
物
（
廃
油
、
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
、
植
物
残
渣
、
そ
の
他
廃
棄
物
）
に
つ

い
て
、
下
記
の
項
目
に
つ
い
て
取
り
組
ん
で
い
る
。

①
廃
棄
物
の
減
量
に
努
め
て
い
る
。

②
決
め
ら
れ
た
場
所
に
分
別
し
て
保
管
し
て
い
る
。

③
リ
サ
イ
ク
ル
の
実
施
（
植
物
残
渣
）
、
リ
サ
イ
ク
ル
の
努
力
（
植
物
残
渣
以
外
）
を
し
て

い
る
。

1
-
4
-
1
0
重
要
外
来
雑
草
の
適
切

な
管
理

堆
厩
肥
を
施
用
す
る
場
合
は
、
未
熟
な
堆
肥
を
使
用
し
て
い
な
い
（
発
酵
熱
に
よ
る
外

来
雑
草
種
子
等
の
殺
滅
に
留
意
し
て
い
る
。
）

未
熟
な
堆
肥
は
投
入
し
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

1
-
4
-
7

必
須

肥
料
の
使
用
に
関

す
る
内
容
の
記
録
・

保
存

茶
生
産
管
理
台
帳
へ
の
記
帳
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

③
成
分
に
つ
い
て
は
、
成
分
の
一
覧
表
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
で
構
い

ま
せ
ん
。

1
-
4
-
8

必
須
廃
棄
物
の
適
切
な

保
管
と
処
理

廃
棄
物
処
理
一
覧
表
（
参
考
様
式
集
P
４
０
：
参
考
様
式
⑦
）
で
整

理
し
ま
し
ょ
う
。

1
-
4
-
9

重
要

廃
棄
物
の
減
量
･分

別
･リ
サ
イ
ク
ル
の

実
施

①
分
解
性
マ
ル
チ
の
利
用
等
を
し
ま
し
ょ
う
。

②
分
別
保
管
を
し
ま
し
ょ
う
。

③
ビ
ニ
ー
ル
の
再
利
用
等
を
し
ま
し
ょ
う
。

-
 1

3
 -



番番
号号

レレ
ベベ

ルル
項項

　　
　　

目目
取取

　　
　　

組組
　　

　　
事事

　　
　　

項項
取取

組組
みみ

方方
法法

1
-
4
-
1
1

必
須

土
づ

く
り

の
実

践
堆

肥
や

適
切

な
土

壌
改

良
資

材
の

投
入

等
に

よ
り

、
土

づ
く
り

を
行

っ
て

い
る

。
堆

肥
施

用
や

刈
り

落
と

し
に

よ
る

土
づ

く
り

、
Ｐ

Ｈ
調

整
の

た
め

の
石

灰
類

の
施

用
、

を
行

い
ま

し
ょ

う
。

1
-
4
-
1
2

重
要

土
壌

流
出

の
防

止
茶

園
か

ら
の

、
土

壌
や

肥
料

の
流

出
が

考
え

ら
れ

る
場

合
に

は
、

透
水

性
の

改
善

や
敷

き
藁

を
行

う
な

ど
の

流
亡

防
止

対
策

を
と

っ
て

い
る

。

茶
園

リ
ス

ク
検

討
・
対

応
表

（
参

考
様

式
集

P
３

７
～

３
８

：
参

考
様

式
⑤

）
の

管
理

点
５

で
検

討
し

、
流

出
が

心
配

さ
れ

る
茶

園
で

は
、

暗
渠

の
施

工
、

敷
き

藁
等

を
行

い
ま

し
ょ

う
。

①
不

必
要

な
電

力
消

費
が

な
い

よ
う

管
理

し
て

い
る

。

②
車

の
ア

イ
ド

リ
ン

グ
の

ス
ト

ッ
プ

等
、

省
エ

ネ
ル

ギ
ー

を
実

践
し

て
い

る
。

下
記

の
よ

う
な

鳥
獣

を
引

き
寄

せ
な

い
対

策
､被

害
防

止
対

策
を

実
施

し
て

い
る

。

・
放

任
果

樹
の

伐
採

・
侵

入
防

止
柵

の
設

置

・
追

い
払

い
活

動

５５
　　

｢｢安安
定定

的的
なな

経経
営営

のの
たた

めめ
にに

｣｣

番番
号号

レレ
ベベ

ルル
項項

　　
　　

目目
取取

　　
　　

組組
　　

　　
事事

　　
　　

項項
取取

組組
みみ

方方
法法

1
-
5
-
1

必
須

登
録

品
種

の
種

苗
の

適
切

な
使

用
許

諾
が

必
要

な
苗

や
穂

木
を

購
入

す
る

際
に

は
、

権
利

者
の

許
諾

を
え

ら
れ

て
い

る
か

購
入

先
に

確
認

を
行

な
っ

て
い

る
。

購
入

先
に

確
認

し
ま

し
ょ

う
。

①
新

た
に

開
発

し
た

技
術

は
特

許
･実

用
新

案
を

申
請

す
る

か
、

秘
匿

化
す

る
か

、
公

開
す

る
か

、
方

針
を

決
め

て
い

る
。

②
新

た
に

育
成

し
た

品
種

は
、

品
種

登
録

を
し

て
い

る
 。

③
新

た
に

ブ
ラ

ン
ド

化
し

た
商

品
名

は
商

標
登

録
し

て
い

る
。

節
電

の
意

識
を

持
つ

と
と

も
に

、
「
電

源
O

F
F
」
「
ア

イ
ド

リ
ン

グ
ス

ト
ッ

プ
」
等

の
掲

示
を

行
う

の
が

効
果

的
で

す
。

1
-
4
-
1
4

努
力

適
切

な
鳥

獣
被

害
対

策
の

実
施

茶
園

リ
ス

ク
検

討
・
対

応
表

（
参

考
様

式
集

P
３

７
～

３
８

：
参

考
様

式
⑤

）
の

管
理

点
１

３
で

検
討

し
、

鳥
獣

害
の

リ
ス

ク
の

有
無

を
把

握
す

る
と

と
も

に
、

被
害

が
あ

る
茶

園
で

は
左

記
の

よ
う

な
対

策
を

実
施

し
ま

し
ょ

う
。

1
-
5
-
2

努
力

知
的

財
産

の
保

護

1
-
4
-
1
3

努
力

エ
ネ

ル
ギ

ー
節

減
対

策
の

実
践

-
 1

4
 -



番番
号号

レレ
ベベ
ルル

項項
　　
　　
目目

取取
　　
　　
組組
　　
　　
事事
　　
　　
項項

取取
組組
みみ
方方
法法

①
新
植
や
改
植
を
す
る
場
合
、
苗
の
品
種
名
・
販
売
者
・
購
入
年
月
日
を
記
録
し
て
い

る
。

②
自
ら
育
苗
し
て
い
る
場
合
、
挿
穂
の
出
所
（
圃
場
の
名
称
ま
た
は
圃
場
番
号
）
を
記

録
し
て
い
る
。

①
肥
料
散
布
機
・
農
薬
散
布
機
・
茶
園
管
理
機
等
、
動
力
の
付
い
た
設
備
・
機
械
は
、

年
１
回
以
上
の
定
期
点
検
・
整
備
及
び
必
要
に
応
じ
た
始
業
前
点
検
を
行
い
、
設
備
・

機
械
の
不
良
に
よ
る
労
働
事
故
、
農
産
物
汚
染
、
環
境
汚
染
等
を
防
い
で
い
る
。

②
設
備
･機
械
の
定
期
点
検
、
整
備
及
び
修
理
の
記
録
を
残
し
て
い
る
。

③
外
部
の
点
検
・
整
備
(修
理
を
含
む
)サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る
場
合
は
、
整
備
伝

票
等
を
保
管
し
て
い
る
。

①
肥
料
等
の
在
庫
が
台
帳
で
確
認
で
き
る
。

②
肥
料
等
の
購
入
記
録
や
散
布
記
録
に
基
づ
い
て
、
台
帳
に
は
入
庫
ご
と
・
出
庫
ご
と

の
記
録
が
あ
る
。
ま
た
、
記
録
か
ら
実
在
庫
が
確
認
で
き
る
。
但
し
、
計
量
が
困
難
な
肥

料
等
に
つ
い
て
は
、
何
ら
か
の
方
法
で
そ
の
在
庫
を
把
握
す
る
工
夫
を
し
て
い
る
。

①
農
薬
の
在
庫
が
、
台
帳
で
確
認
で
き
る
。

②
農
薬
購
入
記
録
と
農
薬
使
用
記
録
に
基
づ
い
て
、
台
帳
に
は
入
庫
ご
と
・
出
庫
ご
と

の
記
録
が
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
記
録
か
ら
実
在
庫
が
確
認
で
き
る
。

③
開
封
さ
れ
た
農
薬
か
ら
先
に
使
用
で
き
る
よ
う
に
管
理
し
て
い
る
。

1
-
5
-
3

必
須
苗
の
購
入
伝
票
等

の
保
存

1
-
5
-
5

重
要
肥
料
等
の
在
庫
管

理
肥
料
在
庫
台
帳
（
参
考
様
式
集
P
４
４
：
参
考
様
式
⑩
）
に
記
録
し
ま

し
ょ
う
。

1
-
5
-
6

重
要
農
薬
の
在
庫
管
理

農
薬
在
庫
台
帳
（
参
考
様
式
集
P
４
５
：
様
式
例
⑪
）
に
記
録
し
ま

し
ょ
う
。

茶
苗
購
入
台
帳
（
参
考
様
式
集
P
４
１
：
参
考
様
式
⑧
）
に
記
録
し
ま

し
ょ
う
。

1
-
5
-
4

重
要
茶
栽
培
機
械
の

適
切
な
保
全
・
整
備

②
設
備
・
機
械
台
帳
（
参
考
様
式
集
P
４
２
：
参
考
様
式
⑨
－
１
）
に

記
録
し
ま
し
ょ
う
。

-
 1

5
 -



番番
号号

レレ
ベベ
ルル

項項
　　
　　
目目

取取
　　
　　
組組
　　
　　
事事
　　
　　
項項

取取
組組
みみ
方方
法法

1
-
5
-
7

必
須
自
己
点
検
の
実
施

宇
治
茶
Ｇ
Ａ
Ｐ
の
自
己
点
検
を
年
に
１
回
以
上
行
っ
て
い
る
。

製
茶
終
了
日
に
実
施
す
る
、
気
付
い
た
こ
と
が
あ
れ
ば
写
真
を

撮
っ
て
お
く
等
、
自
己
点
検
に
対
し
て
も
ル
ー
ル
を
定
め
て
お
く
と
、

取
り
組
み
や
す
く
な
り
ま
す
。

1
-
5
-
8
重
要

信
頼
で
き
る
自
己

点
検
の
実
施

自
己
点
検
は
、
宇
治
茶
G
A
P
を
充
分
に
理
解
し
て
い
る
者
が
行
っ
て
い
る
。

例
え
ば
、
下
記
の
方
法
が
あ
る
。

・
す
で
に
承
認
さ
れ
て
い
る
農
場
の
責
任
者
が
行
う
。

・
宇
治
茶
G
A
P
指
導
員
と
共
同
で
行
う
。

・
宇
治
茶
G
A
P
指
導
員
に
よ
る
充
分
な
指
導
の
も
と
で
、
農
場
の
責
任
者
が
行
う
。

・
宇
治
茶
Ｇ
Ａ
Ｐ
生
産
者
研
修
会
に
参
加
し
て
い
る
。

1
-
5
-
9

必
須
自
己
点
検
か
ら
の

改
善

自
己
点
検
の
結
果
、
取
り
組
め
て
い
な
い
項
目
を
認
識
し
、
改
善
に
向
け
た
取
組
を
検

討
し
て
い
る
｡ま
た
、
そ
の
こ
と
が
記
録
で
分
か
る
。

取
組
め
て
い
な
い
事
柄
に
つ
い
て
は
、
翌
年
の
宇
治
茶
G
A
P
実
践

証
に
記
載
を
行
い
作
業
者
全
員
が
共
有
出
来
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ

う
。

1
-
5
-
1
0
必
須
記
録
の
保
管
管
理

宇
治
茶
Ｇ
Ａ
Ｐ
で
の
記
録
（
点
検
シ
ー
ト
）
を
、
過
去
３
年
分
以
上
保
管
し
て
い
る
。

1
-
5
-
1
1
重
要
訪
問
者
に
対
す
る

注
意
喚
起

家
族
、
従
業
員
以
外
の
外
来
者
に
対
し
て
も
、
Ｇ
Ａ
Ｐ
で
定
め
た
ル
ー
ル
を
説
明
の
上
、

守
っ
て
も
ら
っ
て
い
る
。

掲
示
物
で
注
意
を
喚
起
し
、
来
訪
者
に
も
自
園
の
ル
ー
ル
を
理
解

し
て
も
ら
い
ま
し
ょ
う
（
参
考
様
式
集
P
５
９
：
作
成
例
④
）
。

11
--
55
--
11
22
必必
須須

被被
雇雇
用用
者者
（（
パパ
ーー

トト
・・
アア
ルル
ババ
イイ
トト
含含

むむ
））
とと
のの
労労
働働
上上
のの

基基
本本
的的
なな
事事
項項
にに

関関
すす
るる
誓誓
約約
書書
のの

取取
りり
交交
わわ
しし

被被
雇雇
用用
者者
（（
パパ
ーー
トト
・・
アア
ルル
ババ
イイ
トト
含含
むむ
））
にに
対対
しし
てて
、、
労労
働働
上上
のの
基基
本本
的的
なな
事事
項項
にに
関関

すす
るる
誓誓
約約
書書
をを
取取
りり
交交
わわ
しし
、、
ルル
ーー
ルル
をを
守守
っっ
てて
もも
らら
っっ
てて
いい
るる
。。

誓誓
約約
書書
はは
、、
添添
付付
資資
料料
⑦⑦
（（
PP

77
33
））
をを
基基
準準
にに
作作
成成
しし
、、
取取
りり
交交
わわ

しし
まま
しし
ょょ
うう
。。

まま
たた
、、
掲掲
示示
物物
にに
よよ
りり
日日
頃頃
かか
らら
注注
意意
喚喚
起起
をを
行行
いい
、、
被被
雇雇
用用
者者

（（
パパ
ーー
トト
・・
アア
ルル
ババ
イイ
トト
含含
むむ
））
にに
対対
しし
てて
自自
園園
のの
ルル
ーー
ルル
をを
理理
解解
しし

てて
もも
らら
いい
まま
しし
ょょ
うう
（（
添添
付付
資資
料料
⑥⑥
PP

77
11
：：
作作
成成
例例
））
。。

-
 1

6
 -



製製
茶茶
工工
場場
編編
　　
ママ
ニニ
ュュ
アア
ルル

１１
　　
「「
製製
茶茶
作作
業業
のの
工工
程程
管管
理理
のの
たた
めめ
にに
」」

番番
号号

レレ
ベベ
ルル

項項
　　
　　
目目

取取
　　
　　
組組
　　
　　
事事
　　
　　
項項

取取
組組
みみ
方方
法法

宇
治
茶
G
A
P
に
取
り
組
む
基
礎
的
な
情
報
と
し
て
、
工
場
主
が
茶
工
場
に
つ
い
て
下
記

の
最
新
情
報
を
把
握
し
て
い
る
。

①
茶
工
場
の
名
称

②
茶
工
場
の
所
在
地

③
製
造
品
目
（
も
み
茶
・
て
ん
茶
）
と
最
大
生
葉
処
理
量
/
時
間

④
茶
工
場
周
辺
の
状
況
が
分
か
る
見
取
り
図

⑤
茶
工
場
の
レ
イ
ア
ウ
ト
図

（
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
水
の
関
連
設
備
、
製
造
設
備
・
機
械
、
資
材
・
工
具
・
油
類
・
掃
除
用
具

等
の
置
場
、
入
出
荷
口
、
出
入
口
、
靴
の
履
き
替
え
場
所
、
休
憩
・
喫
煙
場
所
、
飲
食

場
所
、
ト
イ
レ
、
更
衣
場
所
、
手
洗
場
、
廃
棄
物
置
場
等
）

2
-
1
-
2

必
須
責
任
と
権
限

下
記
の
責
任
者
を
決
め
て
工
場
運
営
に
取
り
組
み
、
組
織
表
で
役
割
を
明
確
に
し
て
い

る
。

①
工
場
責
任
者

②
製
茶
機
械
管
理
責
任
者

③
エ
ネ
ル
ギ
ー
管
理
責
任
者

④
出
荷
責
任
者

作
業
の
責
任
者
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
、
よ
り
的
確
な
製
茶
工
程

管
理
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

製
茶
工
場
管
理
の
組
織
表
（
参
考
様
式
集
P
４
６
：
参
様
式
⑫
）
を

作
成
し
ま
し
ょ
う
。

2
-
1
-
1

必
須
茶
工
場
の
基
本
的

情
報

Ｇ
Ａ
Ｐ
の
取
組
み
の
ス
タ
ー
ト
に
当
た
っ
て
、
自
己
の
製
茶
工
場
の

情
報
を
整
理
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
す
。

工
場
の
レ
イ
ア
ウ
ト
図
（
参
考
様
式
集
P
６
０
：
作
成
例
⑤
）
や
製
茶

機
械
の
一
覧
表
（
様
式
集
P
４
３
：
参
考
様
式
⑨
－
２
）
を
作
成
し
て

整
理
し
ま
し
ょ
う
。

-
 1

7
 -



２２
　　
「「
安安
心心
安安
全全
なな
茶茶
製製
造造
をを
行行
うう
たた
めめ
にに
」」

番番
号号

レレ
ベベ
ルル

項項
　　
　　
目目

取取
　　
　　
組組
　　
　　
事事
　　
　　
項項

取取
組組
みみ
方方
法法

2
-
2
-
1

必
須

食
品
衛
生
に
関
す

る
管
理
運
営
基
準

の
理
解

製
茶
工
場
は
食
品
製
造
工
場
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
て
、
衛
生
的
な
管
理
を
心
が
け
て

い
る
。

参
考
様
式
集
P
６
５
に
掲
載
し
て
あ
る
参
考
資
料
②
「
茶
工
場
に
お

け
る
衛
生
管
理
」
を
参
考
に
、
衛
生
的
な
工
場
運
営
を
し
ま
し
ょ
う
.

ま
た
、
参
考
様
式
集
P
６
６
～
６
８
掲
載
し
て
い
る
参
考
資
料
③
の
、

京
都
府
が
定
め
る
「
食
品
衛
生
法
に
基
づ
く
公
衆
衛
生
上
講
じ
る

べ
き
措
置
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
」
も
ご
一
読
下
さ
い
。

h
tt

p
:/

/
w

w
w

.p
re

f.
ky

o
to

.jp
/
re

ik
i/

re
ik

i_
h
o
n
b
u
n
/
aa

3
0
0
1
2
8
6
1
.h

tm
l

2
-
2
-
2

必
須

製
造
工
程
の
明
確

化
と
危
害
要
因
の

特
定
と
検
討

生
葉
の
受
入
～
荒
茶
の
運
送
・
引
渡
し
ま
で
の
製
茶
工
場
に
お
け
る
製
造
工
程
を
文

書
化
し
て
整
理
し
、
特
に
重
点
管
理
す
べ
き
危
害
要
因
が
あ
る
か
を
検
討
す
る
中
で
、

見
い
だ
し
た
危
害
要
因
を
な
く
し
て
、
茶
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
対
策
・
ル
ー
ル
・

作
業
手
順
を
各
工
程
ご
と
に
作
成
し
て
文
書
化
（
表
示
・
掲
示
で
も
良
い
）
し
て
い
る
。

①
生
葉
の
受
入
～
荒
茶
の
出
荷
ま
で
の
、
製
茶
工
程
を
文
書
化
（
ま
た
は
図
示
）
し
て

整
理
し
て
い
る
。

②
ま
た
、
そ
の
工
程
中
に
食
品
の
安
全
に
関
し
て
、
特
に
重
点
的
に
管
理
す
る
と
こ
ろ

が
あ
る
か
を
検
討
し
、
別
表
４
を
参
考
に
危
害
要
因
を
無
く
す
対
策
・
ル
ー
ル
を
作
成
し

て
い
る
。

③
②
で
定
め
た
対
策
・
ル
ー
ル
を
実
施
し
て
い
る
。
ま
た
、
実
施
状
況
を
工
場
責
任
者

が
確
認
し
て
い
る

対
策
・
ル
ー
ル
・
作
業
手
順
は
、
別
表
４
（
P
２
５
～
２
９
）
の
一
般
衛

生
管
理
の
ポ
イ
ン
ト
を
参
考
と
し
、
そ
れ
以
外
に
固
有
の
講
ず
べ
き

危
害
要
因
が
あ
れ
ば
、
独
自
の
も
の
も
含
め
て
作
成
し
、
実
践
し
ま

し
ょ
う
。

参
考
様
式
集
P
４
７
～
４
８
：
参
考
様
式
⑬
－
１
，
２
の
製
造
工
程
表

を
参
考
と
し
て
、
製
造
工
程
や
工
程
中
の
重
点
的
な
管
理
点
の
整

理
作
業
に
取
り
組
み
ま
し
ょ
う
。

2
-
2
-
3

必
須

対
策
・
ル
ー
ル
・
作

業
手
順
の
周
知
と

実
施

2
-
2
-
2
で
定
め
た
対
策
・
ル
ー
ル
・
手
順
を
作
業
者
全
員
に
周
知
、
指
導
し
て
い
る
。

製
茶
期
前
に
対
策
や
ル
ー
ル
を
作
業
者
全
員
で
確
認
し
あ
う
等
の

方
法
を
と
り
ま
し
ょ
う
。
掲
示
物
で
徹
底
す
る
こ
と
も
有
効
で
す
。

実
施
漏
れ
が
な
い
よ
う
に
記
録
簿
（
参
考
様
式
集
P
４
９
：
参
考
様

式
⑭
清
掃
記
録
簿
）
等
を
使
用
す
る
方
法
も
あ
り
ま
す
。

様
式
集
に
、
ル
ー
ル
の
表
示
例
を
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
、
用
途

に
応
じ
て
使
用
し
て
下
さ
い
。

①
作
業
者
の
衛
生
管
理
の
実
施
に
つ
い
て
取
り
組
ん
で
い
る

②
製
茶
工
場
に
お
け
る
衛
生
的
な
水
の
使
用
に
取
り
組
ん
で
い
る

③
手
洗
い
設
備
や
ト
イ
レ
設
備
の
確
保
と
そ
の
設
備
の
衛
生
管
理
を
実
施
し
て
い
る

④
荒
茶
製
造
に
使
用
す
る
機
械
・
器
具
類
の
衛
生
的
な
保
管
・
取
扱
・
洗
浄
を
実
施
し

て
い
る

⑤
製
茶
工
場
、
荒
茶
保
管
施
設
と
し
て
適
切
な
施
設
・
設
備
を
確
保
し
、
衛
生
管
理
を

実
施
し
て
い
る

⑥
荒
茶
製
造
時
の
汚
染
や
異
物
混
入
を
防
止
す
る
対
策
を
実
施
し
て
い
る

別
表
４
（
P
２
５
～
２
９
）
「
工
場
内
の
異
物
混
入
・
衛
生
管
理
対
策
に

関
す
る
項
目
」
等
を
参
考
に
取
り
組
み
ま
し
ょ
う
。

2
-
2
-
4

必
須

作
業
に
お
け
る

作
業
者
や
作
業
場

の
衛
生
管
理
に
つ

い
て

-
 1

8
 -



３３
　　
「「
農農
業業
労労
働働
のの
事事
故故
をを
防防
ぐぐ
たた
めめ
にに
」」

番番
号号

レレ
ベベ
ルル

項項
　　
　　
目目

取取
　　
　　
組組
　　
　　
事事
　　
　　
項項

取取
組組
みみ
方方
法法

2
-
3
-
1

必
須
作
業
に
お
け
る

危
険
箇
所
の
把
握

製
茶
工
場
内
に
お
い
て
作
業
者
の
ケ
ガ
や
事
故
が
発
生
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
危

険
な
作
業
・
危
険
な
場
所
に
つ
い
て
一
覧
表
な
ど
で
整
理
し
て
い
る
。
作
業
内
容
・
作
業

手
順
・
機
械
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
一
覧
表
を
修
正
し
て
い
る
。

2
-
1
-
1
で
作
成
し
た
レ
イ
ア
ウ
ト
図
を
参
考
に
、
危
険
箇
所
は
図
示

す
る
か
一
覧
表
（
参
考
様
式
集
P
５
０
：
参
考
様
式
⑮
）
を
作
成
し
ま

し
ょ
う
。

2
-
3
-
2

重
要
事
故
の
防
止
対
策

2
-
3
-
1
で
整
理
し
た
一
覧
表
に
基
づ
き
、
事
故
を
防
ぐ
た
め
の
対
策
・
ル
ー
ル
・
作
業
を

作
成
し
て
い
る
。
対
策
や
ル
ー
ル
の
設
定
の
具
体
例
と
し
て
は
、
別
表
５
を
参
考
と
し
、

実
状
に
応
じ
て
独
自
の
対
策
も
考
え
る
。

別
表
５
（
P
３
０
）
を
参
考
と
し
て
、
事
故
原
因
回
避
の
た
め
の
対
策

ル
ー
ル
作
り
を
行
い
ま
す
。

別
表
５
は
あ
く
ま
で
も
参
考
で
あ
り
、
自
ら
の
製
茶
工
程
の
中
の
リ

ス
ク
要
因
を
自
分
た
ち
で
見
い
だ
し
、
軽
減
す
る
ル
ー
ル
作
り
を
す

る
こ
と
こ
そ
が
、
Ｇ
Ａ
Ｐ
に
取
り
組
む
上
で
の
ポ
イ
ン
ト
で
す
。

①
工
場
内
で
作
業
を
行
う
全
員
に
対
し
て
、
対
策
や
ル
ー
ル
を
周
知
し
て
い
る
。

②
危
険
性
の
あ
る
箇
所
・
作
業
に
は
、
作
業
員
に
注
意
喚
起
を
促
す
表
示
を
し
て
い

る
。

③
作
業
者
の
間
で
事
故
に
な
り
か
ね
な
い
危
険
な
事
例
の
情
報
を
共
有
し
て
い
る
。

④
機
械
類
の
誤
操
作
を
防
ぐ
対
策
を
と
っ
て
い
る
（
カ
バ
ー
設
置
等
）
。

2
-
3
-
3

重
要

事
故
防
止
対
策
の

作
業
者
へ
の
周
知

徹
底

①
、
②
、
③
作
業
員
全
員
で
の
会
議
等
で
周
知
を
図
り
ま
し
ょ
う
。

工
場
内
に
掲
示
物
の
貼
付
、
虎
ロ
ー
プ
、
三
角
コ
ー
ン
な
ど
で
注

意
喚
起
す
る
こ
と
も
有
効
で
す
。

④
左
記
の
項
目
を
励
行
す
る
よ
う
実
施
し
ま
し
ょ
う

（
カ
バ
ー
設
置
や
、
ス
イ
ッ
チ
類
の
名
称
貼
付
）

参
考
様
式
集
に
表
示
例
を
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
参
考
に
し
て
く

だ
さ
い

-
 1

9
 -



番番
号号

レレ
ベベ
ルル

項項
　　
　　
目目

取取
　　
　　
組組
　　
　　
事事
　　
　　
項項

取取
組組
みみ
方方
法法

①
茶
工
場
の
作
業
者
に
つ
い
て
、
労
働
安
全
の
観
点
か
ら
、
充
分
な
教
育
訓
練
を
受

け
た
こ
と
が
記
録
で
分
か
る
。

①
安
全
作
業
の
た
め
の
研
修
受
講
や
情
報
の
確
認
を
心
掛
け
る

と
と
も
に
、
新
規
に
従
事
す
る
人
を
迎
え
た
ら
、
安
全
作
業
を
教
育

し
ま
し
ょ
う
。
新
し
い
機
械
を
導
入
し
た
場
合
に
は
、
安
全
な
使
用

方
法
を
、
十
分
に
理
解
し
て
使
用
し
ま
し
ょ
う
。

②
～
④
労
働
事
故
の
発
生
を
無
く
す
た
め
に
、
作
業
者
の
制
限
や

作
業
方
法
、
作
業
着
等
に
つ
い
て
十
分
留
意
を
し
ま
し
ょ
う
。

②
作
業
は
、
酒
気
帯
び
者
・
薬
剤
を
服
用
し
作
業
に
支
障
の
あ
る
者
・
病
人
・
妊
婦
・
年

少
者
・
必
要
な
資
格
を
取
得
し
て
い
な
い
者
に
は
従
事
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
。

③
高
齢
者
に
対
す
る
作
業
分
担
の
配
慮
を
し
て
い
る
。

④
高
所
作
業
や
落
下
物
が
あ
る
場
所
で
の
作
業
時
に
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
着
用
す
る
な
ど
、

安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
適
切
な
服
装
・
装
備
を
着
用
し
て
い
る
。

④
参
考
様
式
集
P
７
０
の
参
考
資
料
⑤
に
、
適
切
な
服
装
例
を
掲

載
し
て
い
ま
す
の
で
、
参
考
に
し
て
下
さ
い
。

⑤
一
日
あ
た
り
の
作
業
時
間
の
設
定
と
休
憩
の
取
得
を
し
て
い
る
。

⑤
事
故
防
止
の
た
め
に
も
、
適
宜
休
憩
を
取
得
し
て
く
だ
さ
い
。

2
-
3
-
5

必
須

労
働
安
全
衛
生
に

関
す
る
公
的
資
格
・

講
習

法
規
制
で
必
要
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
労
働
安
全
に
影
響
す
る
作
業
に
お
け
る
公

的
資
格
の
保
有
、
ま
た
は
講
習
を
終
了
し
た
こ
と
が
証
明
で
き
る
。

参
考
様
式
集
P
５
１
の
参
考
様
式
⑯
に
、
茶
工
場
を
運
営
す
る
た
め

に
必
要
な
資
格
や
講
習
の
一
覧
を
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
参
考
に

し
て
下
さ
い
。
ま
た
、
取
得
し
た
資
格
や
修
了
し
た
講
習
が
分
か
る

よ
う
に
一
覧
表
に
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

①
安
全
装
置
の
確
認
、
使
用
前
点
検
、
使
用
後
の
整
備
等
は
、
機
械
・
設
備
メ
ー
カ
ー

の
説
明
や
取
扱
説
明
書
に
規
定
さ
れ
た
方
法
で
実
施
し
、
記
録
を
つ
け
て
い
る
。

②
機
械
・
設
備
の
安
全
を
損
ね
、
作
業
員
に
労
働
事
故
が
起
こ
る
よ
う
な
改
造
を
実
施

し
て
い
な
い
。

③
ボ
イ
ラ
ー
設
置
等
、
必
要
な
場
合
は
届
け
出
を
行
い
、
取
扱
作
業
主
任
者
を
設
置
し

て
い
る

②
、
③
労
働
事
故
の
発
生
を
無
く
す
た
め
に
、
作
業
内
容
に
つ
い

て
十
分
留
意
を
し
ま
し
ょ
う
。

2
-
3
-
6

重
要

安
全
な
農
業
機
械

の
使
用

（
日
常
的
に
使
用
す

る
機
械
・
設
備
の
日

常
点
検
）

機
械
の
安
全
使
用
、
作
業
員
の
事
故
防
止
、
製
品
の
安
全
性
を
守

る
に
は
、
機
械
の
保
守
や
点
検
を
日
常
的
に
す
る
こ
と
が
重
要
で

す
。
ま
た
、
自
己
点
検
な
ど
を
通
し
て
使
用
し
て
い
る
機
械
の
仕
組

み
を
よ
く
理
解
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

①
製
茶
期
前
に
メ
ー
カ
ー
に
点
検
依
頼
を
す
る
か
、
自
己
点
検
を

実
施
し
ま
し
ょ
う
。

②
安
全
カ
バ
ー
を
取
り
外
し
た
ま
ま
に
し
て
い
る
よ
う
な
こ
と
が
な
い

か
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

2
-
3
-
4

重
要

危
険
な
作
業
に
対

す
る
作
業
者
の
制

限

-
 2

0
 -



番番
号号

レレ
ベベ
ルル

項項
　　
　　
目目

取取
　　
　　
組組
　　
　　
事事
　　
　　
項項

取取
組組
みみ
方方
法法

①
燃
料
類
の
周
辺
は
、
火
気
厳
禁
に
し
て
い
る
。

①
「
火
気
厳
禁
」
標
識
の
掲
示
を
す
る
な
ど
し
て
徹
底
し
ま
し
ょ
う
。

②
危
険
物
は
、
消
防
法
及
び
地
方
公
共
団
体
の
火
災
予
防
条
例
に
定
め
る
指
定
数
量

に
関
す
る
取
り
決
め
を
遵
守
し
て
保
管
し
て
い
る
。

②
指
定
数
量
に
関
す
る
取
り
決
め
を
遵
守
し
て
保
管
し
ま
し
ょ
う
。

③
適
正
な
場
所
に
消
火
器
を
配
置
し
て
い
る
。

③
適
切
に
消
火
器
な
ど
を
配
置
し
ま
し
ょ
う
。

④
燃
料
類
は
、
ひ
び
割
れ
や
キ
ャ
ッ
プ
・
栓
の
閉
め
忘
れ
等
が
な
く
、
漏
洩
を
防
止
し
て

保
管
し
て
い
る
。

⑤
燃
料
類
は
、
内
容
物
に
適
し
た
容
器
を
用
い
て
保
管
し
て
い
る
。

①
使
用
し
な
い
時
は
バ
ル
ブ
を
し
っ
か
り
閉
め
て
い
る
。

②
燃
料
タ
ン
ク
等
の
転
倒
防
止
対
策
を
講
じ
て
い
る
。

③
危
険
物
表
示
を
行
っ
て
い
る
.

2
-
3
-
9

必
須
労
災
保
険
へ
の
加

入
常
時
雇
用
の
従
業
員
が
い
る
場
合
、
労
災
保
険
に
加
入
し
て
い
る
。

（
常
時
雇
用
の
従
業
員
が
５
名
未
満
の
個
人
事
業
を
除
く
）

当
て
は
ま
る
場
合
は
、
加
入
し
ま
し
ょ
う
。

2
-
3
-
1
0
必
須
最
低
賃
金
の
遵
守

従
業
員
・
雇
用
者
の
最
低
賃
金
は
、
法
律
を
遵
守
し
て
い
る
。

京
都
府
の
最
低
賃
金
を
確
認
し
（
京
都
府
Ｈ
Ｐ
参
照
）
そ
れ
以
上
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
ま
し
ょ
う

④
「
閉
栓
確
認
！
」
等
の
表
示
を
し
て
閉
め
忘
れ
が
な
い
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。
参
考
様
式
集
に
表
示
例
を
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
、
参

考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

2
-
3
-
8

努
力
適
切
な
燃
料
の
保

管
管
理
(そ
の
２
）

①
バ
ル
ブ
閉
め
確
認
の
掲
示
を
し
ま
し
ょ
う
。
参
考
様
式
集
に
表
示

例
を
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
、
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

②
平
ら
な
と
こ
ろ
に
置
き
、
必
要
に
応
じ
て
杭
や
チ
ェ
ー
ン
で
固
定

し
ま
し
ょ
う
。

③
「
火
気
厳
禁
」
「
危
険
物
」
標
識
の
掲
示
を
し
ま
し
ょ
う
。

適
切
な
燃
料
の
保

管
管
理
(そ
の
１
）

必
須

2
-
3
-
7

-
 2

1
 -



４４
　　
「「
環環
境境
にに
やや
ささ
しし
いい
茶茶
製製
造造
をを
行行
うう
たた
めめ
にに
」」

番番
号号

レレ
ベベ
ルル

項項
　　
　　
目目

取取
　　
　　
組組
　　
　　
事事
　　
　　
項項

取取
組組
みみ
方方
法法

①
廃
油
・
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
・
そ
の
他
環
境
を
汚
染
す
る
可
能
性
の
あ
る
廃
棄
物
を
、
保

管
場
所
を
決
め
て
適
切
に
保
管
し
て
い
る
。

②
廃
棄
物
は
、
地
方
公
共
団
体
の
指
導
に
従
い
、
適
切
に
処
理
し
て
い
る
。

③
使
用
済
み
農
業
資
材
を
、
野
焼
き
、
放
置
、
埋
め
立
て
し
て
い
な
い
。

2
-
4
-
2
重
要

廃
棄
物
の
減
量
・

分
別
・
リ
サ
イ
ク
ル

製
茶
工
場
か
ら
出
る
廃
棄
物
に
つ
い
て
、
下
記
の
項
目
等
に
つ
い
て
取
り
組
ん
で
い

る
。

・
廃
棄
物
の
減
量
に
努
め
て
い
る
。

・
決
め
ら
れ
た
場
所
に
分
別
し
て
保
管
し
て
い
る
。

・
リ
サ
イ
ク
ル
の
努
力
を
し
て
い
る
。

ビ
ニ
ー
ル
の
再
利
用
な
ど
廃
棄
物
の
減
量
・
リ
サ
イ
ク
ル
に
努
め

ま
し
ょ
う
。
た
だ
し
、
異
物
混
入
の
危
険
性
が
あ
る
肥
料
袋
な
ど
の

再
利
用
は
や
め
ま
し
ょ
う
。

廃
棄
物
は
、
異
物
混
入
原
因
と
な
ら
な
い
場
所
に
保
管
し
ま
し
ょ

う
。
処
理
後
リ
サ
イ
ク
ル
さ
れ
る
廃
棄
物
は
、
廃
棄
物
一
覧
表
に
チ
ェ
ッ

ク
す
る
。

2
-
4
-
3

努
力
エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用

量
の
把
握

電
気
・
ガ
ス
・
重
油
等
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
量
を
把
握
し
、
節
約
に
役
立
て
て
い
る
。

電
気
・
ガ
ス
・
重
油
等
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
伝
票
を
保
管
し
ま
し
ょ
う
。

使
用
簿
（
様
式
集
P
５
２
：
参
考
様
式
⑰
）
に
一
日
の
消
費
量
を
記

入
し
、
消
費
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
残
量
を
把
握
し
ま
し
ょ
う
。

2
-
4
-
4

重
要
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

努
力

機
械
や
施
設
を
使
用
す
る
際
に
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
工
夫
を
し
て
い
る
。

（
取
り
組
み
例
）

・
機
械
・
器
具
の
適
切
な
点
検
整
備
と
施
設
の
破
損
箇
所
の
補
修
を
し
て
い
る
。

・
作
業
工
程
を
見
直
し
、
作
業
効
率
を
上
げ
る
。

・
不
要
な
照
明
は
消
灯
す
る
。

・
エ
ネ
ル
ギ
ー
効
率
の
高
い
機
械
・
施
設
を
選
択
す
る
。

環
境
負
荷
の
低
減
や
Ｃ
Ｏ
２
排
出
量
の
削
減
等
環
境
に
配
慮
す
る

こ
と
が
、
自
身
の
営
農
の
コ
ス
ト
低
減
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

「
電
気
は
こ
ま
め
に
消
し
ま
し
ょ
う
」
等
の
掲
示
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

参
考
様
式
集
に
表
示
例
を
記
載
し
て
い
ま
す
の
で
、
参
考
に
し
て
く

だ
さ
い
。

2
-
4
-
1

必
須
廃
棄
物
の
適
切
な

保
管
と
処
理

①
製
茶
工
場
か
ら
出
る
廃
棄
物
に
つ
い
て
、
廃
棄
保
管
物
処
理
一

覧
表
（
参
考
様
式
集
P
４
０
：
参
考
様
式
⑦
）
で
整
理
し
ま
し
ょ
う
。

②
市
町
村
の
廃
棄
物
区
分
一
覧
表
を
掲
示
し
て
、
そ
れ
に
従
っ

て
、
区
分
保
管
し
ま
し
ょ
う
。

③
廃
棄
物
保
管
場
所
に
は
保
管
物
の
名
称
を
掲
示
し
ま
し
ょ
う
。

植
物
残
渣
を
野
焼
き
す
る
場
合
は
、
消
防
署
、
役
場
な
ど
に
届
け

出
の
必
要
性
を
確
認
し
、
地
域
の
ル
ー
ル
に
従
い
ま
し
ょ
う
。

-
 2

2
 -



５５
　　
「「
安安
定定
的的
なな
経経
営営
のの
たた
めめ
にに
」」

番番
号号

レレ
ベベ
ルル

項項
　　
　　
目目

取取
　　
　　
組組
　　
　　
事事
　　
　　
項項

取取
組組
みみ
方方
法法

①
茶
工
場
関
連
の
設
備
・
ボ
イ
ラ
ー
や
製
茶
機
械
等
の
機
械
類
は
、
年
１
回
以
上
の
定

期
点
検
・
整
備
、
及
び
必
要
に
応
じ
て
始
業
前
点
検
を
行
っ
て
お
り
、
設
備
・
機
械
の
不

良
に
よ
る
労
働
事
故
、
農
産
物
汚
染
、
環
境
汚
染
等
を
防
い
で
い
る
。

②
設
備
・
機
械
の
定
期
点
検
・
整
備
及
び
修
理
の
記
録
を
残
し
て
い
る
。

③
外
部
の
点
検
・
整
備
（
修
理
を
含
む
）
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る
場
合
は
、
整
備
伝

票
等
を
保
管
し
て
い
る
。

2
-
5
-
2

必
須
自
己
点
検
の
実
施

宇
治
茶
Ｇ
Ａ
Ｐ
の
自
己
点
検
を
年
1
回
以
上
行
っ
て
い
る
。

毎
年
、
点
検
シ
ー
ト
で
自
己
点
検
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

2
-
5
-
3

重
要
信
頼
で
き
る
自
己

点
検

自
己
点
検
は
、
宇
治
茶
Ｇ
Ａ
Ｐ
を
充
分
に
理
解
し
て
い
る
者
が
行
っ
て
い
る
。

例
え
ば
下
記
の
方
法
が
あ
る
。

・
宇
治
茶
G
A
P
生
産
者
研
修
会
に
参
加
す
る
。

・
宇
治
茶
Ｇ
Ａ
Ｐ
指
導
員
と
共
同
で
行
う
。

・
宇
治
茶
Ｇ
Ａ
Ｐ
指
導
員
に
よ
る
充
分
な
指
導
の
下
で
責
任
者
が
行
う
。

宇
治
茶
G
A
P
研
修
会
を
受
講
し
た
り
、
分
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
れ
ば

宇
治
茶
G
A
P
指
導
員
に
相
談
し
た
り
す
る
な
ど
、
G
A
P
を
正
し
く
理

解
し
た
上
で
取
り
組
み
ま
し
ょ
う
。

2
-
5
-
4

必
須
自
己
点
検
か
ら
の

改
善

自
己
点
検
の
結
果
、
取
り
組
め
て
い
な
い
項
目
を
認
識
し
、
改
善
に
向
け
た
取
組
を
検

討
し
て
い
る
。

ま
た
、
そ
の
こ
と
が
記
録
で
分
か
る
。

取
り
組
め
て
い
な
い
項
目
は
、
作
業
者
全
員
が
共
有
し
、
翌
年
の

宇
治
茶
G
A
P
実
践
証
に
記
載
し
て
、
改
善
に
向
け
た
取
組
み
を
実

践
し
ま
し
ょ
う
。

2
-
5
-
5

必
須
記
録
の
保
管
管
理

宇
治
Ｇ
Ａ
Ｐ
に
関
す
る
記
録
（
宇
治
茶
G
A
P
点
検
シ
ー
ト
、
台
帳
な
ど
）
に
つ
い
て
、
以
下

の
期
間
保
管
し
て
い
る
。

①
茶
の
出
荷
に
関
す
る
記
録
に
つ
い
て
は
、
３
年
間

②
ボ
イ
ラ
ー
の
自
主
点
検
に
関
す
る
記
録
に
つ
い
て
は
、
３
年
間

③
①
②
以
外
の
記
録
に
つ
い
て
は
、
取
引
先
か
ら
の
情
報
提
供
の
求
め
に
対
応
す
る

た
め
必
要
な
期
間

点
検
シ
ー
ト
や
台
帳
、
記
録
な
ど
は
保
管
し
、
次
回
の
茶
期
へ
の

作
業
改
善
や
経
営
改
善
に
役
立
て
ま
し
ょ
う
。

2
-
5
-
1

重
要

茶
工
場
の
設
備
・
機

械
の
適
切
な
保
全

（
設
備
・
機
械
の
定

期
点
検
に
つ
い
て
）

設
備
・
機
械
の
適
切
な
保
全
管
理
は
機
械
の
耐
用
年
数
を
延
ば

す
こ
と
に
も
つ
な
が
り
、
茶
業
経
営
を
安
定
的
に
行
う
一
助
に
も
な

り
ま
す
。

機
械
類
の
取
扱
説
明
書
類
は
、
必
ず
熟
読
し
、
ま
た
、
す
ぐ
に
読

み
返
せ
る
よ
う
わ
か
り
や
す
い
場
所
に
ま
と
め
て
整
頓
し
て
保
管
し

ま
し
ょ
う
。

-
 2

3
 -



番番
号号

レレ
ベベ
ルル

項項
　　
　　
目目

取取
　　
　　
組組
　　
　　
事事
　　
　　
項項

取取
組組
みみ
方方
法法

搬
入
さ
れ
た
生
葉
に
つ
い
て
、
遡
っ
て
調
べ
ら
れ
る
よ
う
、
下
記
の
内
容
を
記
録
し
て
い

る
。

②
ほ
場
番
号
ま
た
は
ほ
場
名

③
茶
種
名

④
摘
採
方
法

⑤
茶
工
場
受
入
日

⑥
生
葉
受
入
数
量

⑦
残
留
農
薬
検
査
を
し
た
場
合
、
そ
の
結
果

荒
茶
の
出
荷
に
つ
い
て
下
記
の
内
容
を
記
録
し
て
い
る
。

①
出
荷
先

②
出
荷
日

③
茶
種
名

④
出
荷
数
量

⑤
荒
茶
製
造
ロ
ッ
ト

⑥
残
留
農
薬
検
査
を
し
た
場
合
、
そ
の
結
果

荒
茶
製
造
番
号
ご
と
に
、
生
葉
の
受
け
入
れ
記
録
を
特
定
す
る
た
め
に
、
荒
茶
製
造
ご

と
に
下
記
の
内
容
を
記
録
し
て
い
る
。

①
荒
茶
製
造
番
号

②
荒
茶
製
造
日

③
荒
茶
製
造
数
量

④
荒
茶
製
造
に
使
用
し
た
生
葉
受
入
ロ
ッ
ト

2
-
5
-
9

重
要
訪
問
者
に
対
す
る

注
意
喚
起

設
備
修
理
業
者
、
見
学
者
等
の
外
来
者
に
対
し
て
も
、
安
心
安
全
な
茶
づ
く
り
、
農
業

労
働
事
故
防
止
、
環
境
へ
の
配
慮
上
必
要
な
対
策
を
伝
達
し
て
入
場
さ
せ
て
い
る
。

「
土
足
厳
禁
」
「
帽
子
の
着
用
」
「
機
械
に
触
ら
な
い
で
下
さ
い
」
等
の

掲
示
を
し
ま
し
ょ
う
。
参
考
様
式
集
P
５
９
に
作
成
例
④
や
表
示
例
を

掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
、
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

見
学
者
等
の
来
訪
者
が
多
い
場
合
に
は
、
来
訪
者
用
の
ス
リ
ッ

パ
、
使
い
捨
て
帽
子
を
準
備
し
ま
し
ょ
う
。

11
--
55
--
11
22
必必
須須

被
雇
用
者
（
パ
ー

ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
含

む
）
と
の
労
働
上
の

基
本
的
な
事
項
に

関
す
る
誓
約
書
の

取
り
交
わ
し

被
雇
用
者
（
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
含
む
）
に
対
し
て
、
労
働
上
の
基
本
的
な
事
項
に
関

す
る
誓
約
書
を
取
り
交
わ
し
、
ル
ー
ル
を
守
っ
て
も
ら
っ
て
い
る
。

誓
約
書
は
、
添
付
資
料
⑦
（
P
7
3
）
を
基
準
に
作
成
し
、
取
り
交
わ
し

ま
し
ょ
う
。

ま
た
、
掲
示
物
に
よ
り
日
頃
か
ら
注
意
喚
起
を
行
い
、
被
雇
用
者

（
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
含
む
）
に
対
し
て
自
園
の
ル
ー
ル
を
理
解
し

て
も
ら
い
ま
し
ょ
う
（
添
付
資
料
⑥
P
7
1
：
作
成
例
）
。

生
葉
搬
入
～
荒
茶
ま
で
の
製
造
記
録
（
参
考
様
式
集
P
５
４
～
５
５
：

様
式
⑲
－
１
，
２
）
を
作
成
し
、
保
管
し
ま
し
ょ
う
。

2
-
5
-
8

必
須

荒
茶
の
製
造
と
搬

入
生
葉
情
報
の
つ

な
が
り

2
-
5
-
7

必
須

荒
茶
の
出
荷
と

製
造
情
報
の
つ
な

が
り

①
～
④
を
全
農
配
布
の
｢京
都
宇
治
茶
【
茶
生
産
記
録
簿
】
」
に
記

録
し
、
保
管
し
ま
し
ょ
う
（
生
産
管
理
台
帳
か
ら
生
葉
～
荒
茶
ま
で

の
情
報
を
遡
る
こ
と
が
で
き
ま
す
）
。

2
-
5
-
6

必
須

搬
入
生
葉
と
生
葉

摘
採
情
報
の
つ
な

が
り

生
葉
受
け
入
れ
簿
（
参
考
様
式
集
P
５
３
：
様
式
⑱
）
に
記
録
し
、
保

管
し
ま
し
ょ
う
。

-
 2

4
 -



別別
表表
４４
：：
　　
２２
－－
２２
－－
２２
一一
般般
衛衛
生生
管管
理理
ポポ
イイ
ンン
トト
（（
農農
産産
物物
のの
安安
全全
をを
確確
保保
すす
るる
対対
策策
・・
ルル
ーー
ルル
・・
作作
業業
手手
順順
のの
例例
））

項項
目目
内内
容容

対対
策策
・・
ルル
ーー
ルル
・・
作作
業業
手手
順順
のの
例例

取取
組組
方方
法法

生
葉
コ
ン
テ
ナ
や
ボ
イ
ラ
ー
及
び
茶
葉
と
接
す
る
機
械
設
備
の
洗
浄
に
使
用
す
る
水
、
及
び
作
業
員
の
手
洗
い
に
使
用
す
る

水
が
､水
道
水
以
外
の
場
合
に
は
、
公
的
検
査
機
関
､ま
た
は
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
検
査
機
関
に
依
頼
し
て
、
年
１
回

以
上
の
水
質
検
査
を
受
け
、
飲
用
可
の
水
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
そ
の
記
録
を
保
管
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
水
は
、
茶
葉
の
食
品
衛
生
に
関
す
る
水
で
す
。

水
を
殺
菌
･浄
水
し
て
使
用
し
て
い
る
場
合
に
は
、
殺
菌
･浄
水
装
置
の
作
動
状
況
を
１
日
１
回
以
上
点
検
し
、
そ
の
記
録
を
保

管
し
て
い
る
。

当
て
は
ま
る
場
合
に
は
、
記
録
簿
を
作
成
し
、
記
入
し
ま
し
ょ
う
。

貯
水
槽
を
使
用
し
て
い
る
場
合
は
、
定
期
的
に
清
掃
し
清
潔
に
し
て
い
る
。

法
令
に
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
水
質
検
査
を
実
施
し
そ
の
記
録
を
保
管
し
て
い
る
。

貯
水
槽
を
使
用
し
て
い
る
場
合
に
は
、
定
期
的
な
清
掃
を
実
施
し
、
記
録
簿

に
記
入
し
ま
し
ょ
う
。

茶
工
場
外
部
か
ら
の
工
場
内
部
へ
の
、
ね
ず
み
族
･昆
虫
及
び
鳥
獣
類
の
進
入
を
防
止
す
る
対
策
を
取
っ
て
い
る
。

例
：
穴
や
隙
間
を
塞
ぐ
、
開
放
厳
禁
の
措
置
、
網
戸
･ネ
ッ
ト
･ト
ラ
ッ
プ
の
設
置
、
光
の
管
理
等
。
但
し
、
忌
避
材
を
使
用
す
る
場

合
に
は
、
食
品
衛
生
に
影
響
の
な
い
方
法
で
実
施
す
る
。

ね
ず
み
、
昆
虫
及
び
鳥
獣
類
の
棲
家
・
繁
殖
場
所
と
な
る
可
能
性
の
あ
る
場
所
は
、
清
潔
な
状
態
に
し
て
い
る
。
特
に
飲
食
を

す
る
場
所
や
茶
埃
の
堆
積
し
や
す
い
場
所
の
管
理
に
注
意
を
払
っ
て
い
る
。

ね
ず
み
･昆
虫
の
発
生
し
や
す
い
場
所
を
選
定
し
て
、
粘
着
性
捕
獲
器
等
を
セ
ッ
ト
し
て
い
る
。

設
置
状
況
と
捕
獲
状
況
に
つ
い
て
年
２
回
以
上
記
録
し
て
保
管
し
て
い
る
。

捕
獲
状
況
か
ら
対
策
の
見
直
し
が
必
要
な
場
合
に
は
実
施
し
て
い
る
。

駆
除
が
必
要
な
場
合
に
は
、
食
品
衛
生
に
影
響
の
な
い
方
法
で
駆
除
を
行
っ
て
い
る
｡（
殺
鼠
剤
等
の
薬
剤
を
使
用
す
る
場
合

に
は
保
健
所
に
相
談
す
る
）

工
場
で
使
用
す
る
水
に
関
す
る
項
目

工
場
へ
の
有
害
鳥
獣
他
の
侵
入
、
駆
除
に
関
す
る
項

目
左
記
の
対
策
・
ル
ー
ル
・
作
業
手
順
を
参
考
に
リ
ス
ク
の
低
減
に
取
り
組
み

ま
し
ょ
う
。
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項項
目目

内内
容容

対対
策策

・・
ルル

ーー
ルル

・・
作作

業業
手手

順順
のの

例例
取取

組組
方方

法法

屋
外

の
排

水
溝

及
び

廃
水

枡
は

、
定

期
的

に
清

掃
し

て
い

る
。

茶
工

場
周

辺
の

植
栽

は
、

昆
虫

・
小

動
物

を
誘

引
し

な
い

よ
う

に
管

理
し

て
い

る
。

工
場

周
辺

に
昆

虫
の

発
生

し
易

い
水

溜
り

が
放

置
さ

れ
て

い
な

い
。

工
場

周
辺

で
除

草
剤

・
防

虫
剤

・
そ

の
他

の
化

学
物

質
を

使
用

す
る

場
合

に
は

、
茶

工
場

内
へ

の
ド

リ
フ

ト
及

び
茶

葉
へ

の
汚

染
を

防
止

し
て

い
る

。

周
辺

の
農

場
か

ら
の

農
薬

散
布

で
、

茶
工

場
内

に
農

薬
が

ド
リ

フ
ト

し
、

残
留

が
心

配
さ

れ
る

場
合

に
は

、
 防

御
対

策
を

と
っ

て
い

る
。

茶
工

場
の

加
工

エ
リ

ア
及

び
そ

の
周

辺
に

、
家

畜
や

ペ
ッ

ト
を

持
込

ん
で

い
な

い
。

掃
除

後
の

茶
シ

ブ
･茶

埃
･植

物
残

渣
等

の
廃

棄
物

置
場

が
衛

生
的

に
管

理
さ

れ
て

い
る

。

喫
煙

場
所

・
禁

煙
場

所
が

明
確

に
な

っ
て

い
る

。

窓
ガ

ラ
ス

や
壁

材
･床

材
の

割
れ

に
よ

る
異

物
混

入
防

止
の

対
策

を
と

っ
て

い
る

。

雨
漏

り
が

な
い

。
ま

た
、

天
井

材
の

剥
が

れ
、

落
下

に
よ

る
異

物
混

入
防

止
の

対
策

を
と

っ
て

い
る

。

ア
ス

ベ
ス

ト
が

使
用

さ
れ

て
い

る
か

確
認

し
、

使
用

さ
れ

て
い

た
場

合
に

は
対

策
を

取
っ

て
い

る
。

照
明

が
割

れ
て

茶
葉

に
混

入
す

る
可

能
性

が
あ

る
場

合
は

、
飛

散
を

防
止

す
る

対
策

を
と

っ
て

い
る

。

内
部

排
水

溝
は

衛
生

的
に

管
理

さ
れ

て
い

る
。

農
薬

・
家

庭
用

殺
虫

剤
・
肥

料
・
農

機
具

を
加

工
エ

リ
ア

内
に

置
い

て
い

な
い

。

床
、

壁
、

天
井

、
柱

、
 梁

等
の

構
造

物
の

破
損

、
剥

離
、

錆
、

そ
の

他
劣

化
に

よ
る

異
物

混
入

を
防

止
す

る
対

策
を

と
っ

て
い

る
。

工
場

内
の

異
物

混
入

・
衛

生
管

理
対

策
に

関
す

る
項

目

左
記

の
対

策
・
ル

ー
ル

・
作

業
手

順
を

参
考

に
リ

ス
ク

の
低

減
に

取
り

組
み

ま
し

ょ
う

。
蛍

光
灯

の
飛

散
防

止
に

は
、

蛍
光

灯
に

カ
バ

ー
を

つ
け

る
、

飛
散

防
止

蛍
光

灯
を

用
い

る
等

の
対

策
が

あ
り

ま
す

。

工
場

周
辺

の
環

境
に

関
す

る
項

目
茶

葉
へ

の
異

物
混

入
や

化
学

物
質

等
の

汚
染

を
避

け
る

た
め

に
、

左
記

の
対

策
・
ル

ー
ル

・
作

業
手

順
を

参
考

に
リ

ス
ク

の
低

減
に

取
り

組
み

ま
し

ょ
う

。
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項項
目目

内内
容容

対対
策策

・・
ルル

ーー
ルル

・・
作作

業業
手手

順順
のの

例例
取取

組組
方方

法法

茶
埃

を
定

期
的

に
除

去
し

て
い

る
。

コ
ン

ベ
ヤ

等
の

製
造

ラ
イ

ン
が

床
よ

り
下

に
あ

る
場

合
は

、
床

か
ら

の
異

物
混

入
防

止
対

策
を

と
っ

て
い

る
。

外
履

き
と

内
履

き
の

エ
リ

ア
分

け
を

明
確

に
し

て
い

る
。

衛
生

的
で

、
異

物
混

入
の

防
止

で
き

る
服

装
・
帽

子
・
内

履
き

で
入

場
し

て
い

る
。

携
帯

電
話

・
財

布
・
タ

バ
コ

・
ラ

イ
タ

ー
・
鍵

・
装

飾
品

等
の

私
物

の
持

ち
込

み
、

着
用

に
関

し
て

、
異

物
混

入
防

止
が

で
き

る
対

策
を

と
っ

て
入

場
し

て
い

る
。

爪
は

長
す

ぎ
ず

、
付

け
爪

や
マ

ニ
ュ

キ
ア

を
し

て
い

な
い

。

手
指

に
化

膿
を

伴
う

外
傷

を
負

っ
て

い
る

者
は

、
茶

葉
に

ふ
れ

る
業

務
に

は
従

事
さ

せ
な

い
よ

う
に

し
て

い
る

。

毛
髪

等
、

着
衣

へ
の

付
着

物
由

来
の

異
物

混
入

を
防

止
す

る
対

策
を

取
っ

て
い

る
。

（
例

え
ば

粘
着

ロ
ー

ラ
ー

掛
け

等
）

手
洗

い
設

備
が

設
置

さ
れ

て
お

り
、

流
水

・
液

体
石

鹸
・
清

潔
な

手
拭

き
（
ペ

ー
パ

ー
タ

オ
ル

等
）
・
消

毒
が

利
用

可
能

で
あ

る
。

手
洗

い
手

順
が

表
示

さ
れ

て
い

て
、

そ
の

手
順

に
従

っ
て

手
洗

い
を

実
施

し
て

入
場

し
て

い
る

。
 手

洗
い

は
、

茶
葉

に
触

れ
る

作
業

に
従

事
す

る
場

合
に

必
ず

実
施

し
て

い
る

。

ト
イ

レ
は

、
加

工
エ

リ
ア

か
ら

隔
離

さ
れ

た
場

所
に

設
置

し
て

い
る

。

ト
イ

レ
に

は
手

洗
い

設
備

が
設

置
さ

れ
て

お
り

、
流

水
・
液

体
石

鹸
・
清

潔
な

手
拭

き
（
ペ

ー
パ

ー
タ

オ
ル

等
）
・
消

毒
が

利
用

で
き

る
。

手
洗

い
手

順
が

表
示

さ
れ

て
い

て
、

 用
便

後
は

、
そ

の
手

順
に

従
っ

て
手

洗
い

を
実

施
し

て
い

る
。

ト
イ

レ
は

清
掃

、
消

毒
が

実
施

さ
れ

、
清

潔
に

維
持

し
て

い
る

。

ト
イ

レ
の

履
物

は
、

工
場

内
部

の
履

物
と

は
区

別
し

て
履

き
替

え
て

い
る

。

工
場

内
の

異
物

混
入

・
衛

生
管

理
対

策
に

関
す

る
項

目
左

記
の

対
策

・
ル

ー
ル

・
作

業
手

順
を

参
考

に
リ

ス
ク

の
低

減
に

取
り

組
み

ま
し

ょ
う

。

ト
イ

レ
に

関
す

る
項

目
ト

イ
レ

は
、

速
や

か
に

行
け

る
と

こ
ろ

が
あ

れ
ば

よ
い

で
し

ょ
う

。
あ

ら
か

じ
め

い
つ

で
も

借
り

ら
れ

る
許

可
を

得
た

コ
ン

ビ
ニ

の
ト

イ
レ

等
で

も
可

で
す

。
石

け
ん

、
水

、
ペ

ー
パ

ー
タ

オ
ル

は
置

く
よ

う
に

し
ま

し
ょ

う

-
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項項
目目

内内
容容

対対
策策

・・
ルル

ーー
ルル

・・
作作

業業
手手

順順
のの

例例
取取

組組
方方

法法

飲
食

及
び

喫
煙

を
す

る
場

所
を

決
め

て
お

り
、

工
場

の
製

造
ラ

イ
ン

に
衛

生
的

な
影

響
を

及
ぼ

さ
な

い
よ

う
に

し
て

い
る

。

飲
食

及
び

喫
煙

を
す

る
場

所
に

は
、

ゴ
ミ

箱
･灰

皿
が

用
意

さ
れ

て
お

り
、

衛
生

的
に

保
管

・
処

理
さ

れ
て

い
る

。

飲
食

物
は

、
ケ

ー
ス

等
に

保
管

さ
れ

て
い

る
。

生
ゴ

ミ
・
廃

棄
物

等
は

、
定

期
的

に
処

理
し

て
い

る
。

工
場

外
縁

、
工

場
内

部
、

設
備

機
械

及
び

運
搬

車
両

を
定

期
的

に
清

掃
ま

た
は

洗
浄

し
て

い
る

。

構
造

物
・
機

械
設

備
・
運

搬
用

の
車

両
の

破
損

、
塗

料
の

剥
離

、
錆

、
ネ

ジ
・
部

品
等

の
緩

み
、

油
類

の
漏

洩
、

そ
の

他
劣

化
に

よ
る

異
物

混
入

・
汚

染
を

防
止

す
る

よ
う

に
、

定
期

的
な

点
検

・
修

理
を

実
施

し
て

い
る

。

上
記

の
清

掃
・
洗

浄
・
点

検
の

ル
ー

ル
は

文
書

化
さ

れ
て

お
り

、
実

施
責

任
者

、
実

施
時

期
、

実
施

内
容

を
明

確
に

し
て

い
る

。

　
例

）
工

場
床

の
清

掃
・
・
・
毎

日
製

茶
終

了
後

、
ホ

ー
ス

と
ブ

ラ
シ

で
茶

葉
を

洗
い

流
す

。
ま

た
、

排
水

溝
は

毎
金

曜
日

に
清

掃
す

る
（
実

施
責

任
者

：
A

さ
ん

）

掃
除

用
具

・
ヘ

ラ
・
工

具
・
部

品
・
箕

等
の

備
品

自
体

の
破

損
、

劣
化

に
よ

る
異

物
混

入
・
汚

染
の

防
止

対
策

を
実

施
し

て
い

る
。

掃
除

用
具

は
、

直
接

茶
葉

に
触

れ
る

製
造

ラ
イ

ン
を

掃
除

す
る

道
具

と
そ

う
で

な
い

も
の

を
区

別
し

て
い

る
｡

掃
除

用
具

・
ヘ

ラ
・
工

具
・
部

品
・
箕

等
の

備
品

の
保

管
場

所
が

決
ま

っ
て

い
る

。
使

用
時

以
外

は
、

所
定

の
保

管
場

所
に

戻
さ

れ
て

い
る

。

掃
除

道
具

は
、

 床
か

ら
離

し
て

埃
だ

ま
り

を
発

生
さ

せ
な

い
よ

う
に

管
理

し
て

い
る

。

コ
ン

プ
レ

ッ
サ

ー
は

、
 水

分
や

油
分

を
除

去
し

た
衛

生
的

な
圧

縮
空

気
を

提
供

で
き

る
よ

う
に

し
て

い
る

（
フ

ィ
ル

タ
ー

の
定

期
交

換
等

）
。

ま
た

、
 除

去
さ

れ
た

油
や

水
分

が
床

を
汚

染
す

る
こ

と
な

く
適

切
に

処
分

し
て

い
る

。

修
理

や
掃

除
・
洗

浄
で

発
生

し
た

廃
棄

物
は

、
確

実
に

撤
去

し
て

廃
棄

物
保

管
容

器
に

廃
棄

し
て

い
る

。

廃
棄

物
保

管
容

器
は

、
誤

っ
て

製
品

と
混

じ
ら

な
い

よ
う

に
識

別
し

て
保

管
し

て
い

る
。

工
場

内
の

休
憩

場
所

・
喫

煙
場

所
に

関
す

る
項

目
た

ば
こ

の
吸

い
殻

や
飲

食
物

の
包

装
が

異
物

混
入

の
原

因
と

な
ら

な
い

よ
う

、
飲

食
・
喫

煙
す

る
場

所
は

、
製

茶
ラ

イ
ン

と
完

全
に

区
分

す
る

よ
う

に
設

定
し

ま
し

ょ
う

。

工
場

内
外

の
清

掃
・
洗

浄
等

に
関

す
る

項
目

組
織

表
（
参

考
様

式
集

P
１

４
：
様

式
⑫

を
参

照
）
か

ら
、

責
任

者
が

明
確

に
分

か
る

よ
う

に
し

ま
し

ょ
う

。
清

掃
記

録
（
参

考
様

式
集

P
１

７
：
様

式
⑭

）
に

記
入

し
、

保
管

し
ま

し
ょ

う
。

工
場

の
用

具
管

理
に

関
す

る
項

目
清

掃
用

具
自

体
が

異
物

混
入

や
ホ

コ
リ

等
の

汚
染

源
と

な
ら

な
い

よ
う

、
左

記
項

目
を

励
行

す
る

よ
う

努
力

し
ま

し
ょ

う
。

廃
棄

物
に

関
す

る
項

目
左

記
項

目
を

励
行

す
る

よ
う

努
力

し
ま

し
ょ

う
。

-
 2

8
 -



項項
目目

内内
容容

対対
策策

・・
ルル

ーー
ルル

・・
作作

業業
手手

順順
のの

例例
取取

組組
方方

法法

茶
葉

が
触

れ
る

可
能

性
の

あ
る

製
造

ラ
イ

ン
上

の
部

品
に

注
油

す
る

場
合

に
は

、
食

品
専

用
の

油
を

使
用

し
て

い
る

。

油
類

、
 塗

料
、

薬
剤

等
の

化
学

物
質

の
保

管
場

所
を

決
め

て
保

管
し

て
い

る
。

使
用

時
以

外
は

、
所

定
の

保
管

場
所

に
戻

し
て

い
る

。

大
海

･ダ
ン

ボ
ー

ル
･梱

包
資

材
等

の
保

管
場

所
を

決
め

て
保

管
し

て
い

る
。

使
用

時
以

外
は

、
加

工
エ

リ
ア

に
放

置
さ

れ
る

こ
と

な
く
、

 所
定

の
保

管
場

所
に

戻
し

て
い

る
。

大
海

･ダ
ン

ボ
ー

ル
･梱

包
資

材
等

は
、

床
に

直
置

き
さ

れ
て

い
な

い
。

商
品

の
梱

包
・
包

装
前

に
除

鉄
装

置
を

設
置

し
て

い
る

。

除
鉄

装
置

は
定

期
的

に
保

全
し

て
い

る
。

油
類

・
塗

料
に

関
す

る
項

目
左

記
項

目
を

励
行

す
る

よ
う

努
力

し
ま

し
ょ

う
。

包
装

資
材

に
関

す
る

項
目

茶
流

通
業

者
に

引
き

渡
す

製
品

を
梱

包
す

る
資

材
は

、
特

に
管

理
･保

管
に

気
を

つ
け

ま
し

ょ
う

。
左

記
の

対
策

・
ル

ー
ル

・
作

業
手

順
を

参
考

に
リ

ス
ク

の
低

減
に

取
り

組
み

ま
し

ょ
う

。

金
属

片
の

異
物

混
入

に
関

す
る

項
目

清
掃

記
録

（
参

考
様

式
集

P
１

７
：
様

式
⑭

）
に

記
入

す
る

。
除

鉄
装

置
に

付
着

し
た

鉄
片

や
鉄

粉
の

除
去

は
、

製
品

に
混

入
し

な
い

方
法

や
時

期
に

行
い

ま
し

ょ
う

。

-
 2

9
 -



別別
表表
５５
：：
　　
２２
－－
３３
－－
２２
　　
　　
農農
業業
労労
働働
のの
事事
故故
をを
防防
止止
すす
るる
対対
策策
・・
ルル
ーー
ルル
・・
作作
業業
手手
順順
のの
例例

№
対
策
・
ル
ー
ル
・
作
業
手
順
の
例

解
説
（
取
組
の
方
向
）

1
床
の
配
管
で
、
つ
ま
ず
か
な
い
よ
う
カ
バ
ー
を
つ
け
る
な
ど
対
策
を
取
っ
て
い
る
。

つ
ま
ず
く
よ
う
な
配
管
が
あ
る
場
合
に
は
、
左
記
項
目
に
取
り
組
み
ま
し
ょ
う
。

2
内
部
の
排
水
溝
に
は
、
蓋
を
し
て
い
る
。

工
場
内
の
排
水
溝
等
が
あ
る
場
合
に
は
、
左
記
項
目
を
取
り
組
み
ま
し
ょ
う
。

3
地
下
ピ
ッ
ト
へ
の
転
落
を
防
止
す
る
対
策
を
取
っ
て
い
る
。

柵
の
設
置
や
虎
テ
ー
プ
な
ど
を
貼
る
な
ど
の
注
意
喚
起
の
表
示
を
行
う
よ
う
に
努
力
し
ま
し
ょ
う
。

4
配
電
盤
、
制
御
盤
の
漏
電
防
止
措
置
を
し
て
い
る
。

ア
ー
ス
、
漏
電
ブ
レ
ー
カ
ー
の
設
置
を
し
ま
し
ょ
う
。

5
機
械
に
巻
き
込
ま
れ
な
い
よ
う
安
全
フ
レ
ー
ム
を
つ
け
て
い
る
。

む
き
出
し
の
ベ
ル
ト
等
が
あ
る
場
合
に
は
、
左
記
項
目
に
取
り
組
み
ま
し
ょ
う
。

6
製
茶
機
械
の
点
検
や
清
掃
の
際
に
は
、
主
電
源
を
完
全
に
切
っ
て
か
ら
実
施
し
て
い
る
。

巻
き
込
ま
れ
等
の
事
故
を
防
止
す
る
た
め
、
左
記
項
目
を
励
行
し
ま
し
ょ
う
。

7
機
械
の
電
源
を
入
れ
る
際
に
は
、
大
き
な
声
を
掛
け
る
等
で
作
業
者
の
安
全
を
確
保
し
て
い
る
。

「
声
か
け
確
認
」
な
ど
の
掲
示
を
し
て
、
実
践
し
ま
し
ょ
う
。

8
高
所
作
業
の
際
に
は
、
ハ
シ
ゴ
や
脚
立
の
固
定
等
、
安
全
対
策
を
し
て
い
る
。

転
落
事
故
等
が
な
い
よ
う
、
２
人
以
上
で
の
作
業
を
励
行
し
ま
し
ょ
う
。

9
危
険
箇
所
に
は
、
注
意
を
促
す
表
示
を
し
て
い
る
。

虎
ロ
ー
プ
、
三
角
コ
ー
ン
、
掲
示
な
ど
で
注
意
を
促
す
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

-
 3

0
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番号 内容 ページ数

① 茶園情報一覧表 33

② 茶園地図 34

③ 施設管理台帳 35

④ 茶園管理の組織表 36

⑤ 茶園リスク検討･対応表 37～38

⑥ 被覆・摘採・生葉運搬工程にある危害要因検討表 39

⑦ 廃棄物保管処理一覧表 40

⑧ 茶苗購入台帳 41

⑨－１ 設備・機械台帳（ほ場） 42

⑨－２ 設備・機械台帳（製茶工場） 43

⑩ 肥料在庫台帳 44

⑪ 農薬在庫台帳 45

⑫ 工場組織表 46

⑬－１ 揉み茶製造工程表 47

⑬－２ てん茶製造工程表 48

⑭ 清掃記録簿 49

⑮ 危険箇所の一覧表 50

⑯ 資格一覧表 51

⑰ エネルギー使用簿 52

⑱ 生葉受け入れ原簿 53

⑲－１ 揉み茶製造伝票 54

⑲－２ てん茶製造伝票 55

番号 内容 ページ数

① 農薬使用の手順書 56

② 農薬保管の管理方法 57

③ 農薬散布の周知 58

④ 訪問者に対する注意喚起 59

⑤ 工場レイアウト 60

61～63

番号 内容 ページ数

① 使用済み容器の中の付着農薬の除去方法 64

② 茶工場における衛生管理 65

③ 食品衛生法に基づく公衆衛生上講じるべき措置の基準等に関する条例 66～68

④ 施設の衛生管理ルール（例） 69

⑤ 製茶工場における適切な服装例 70

⑥ SNS利用の利用に関するご注意 71

⑦ 誓約書 73

掲載している参考様式は(公社)京都府茶業会議所HPからでもダウンロード可能です。
(http://www.ujicha.or.jp/ujichagap/)

　表示例

参
　
考
　
様
　
式

作
成
例

様式集　内容と目次

添
付
資
料
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参参
考考
様様
式式
①①

圃圃
場場
番番
号号
圃圃
場場
のの
名名
前前
面面
積積
（（
ａａ
））
所所
有有
形形
態態

圃圃
場場
住住
所所

品品
種種

定定
植植
年年

留留
意意
事事
項項

（
記
入
例
）

Ｎ
ｏ
．
　
○

小
屋
の
南

1
0

自
作
地

○
○
町
△
△
１
－
１

て
ん
み
ょ
う

平
成
○
○
年

・
隣
接
園
か
ら
の
ド
リ
フ
ト
対
策

（
○
○
さ
ん
Ｔ
Ｅ
Ｌ
：
０
９
０
－
※
※
※
－
※
１
２

３
）
・
降
雨
後
は
滑
り
や
す
い
。

・
イ
ノ
シ
シ
多
発

茶茶
園園
情情
報報
一一
覧覧
表表

対対
応応
番番
号号
：：
茶茶
園園
管管
理理
編編

11
--
11
--
11
,,11

--
33
--
11

-
 3

3
 -



＊記入項目・・・以下の情報を地図上におとします。
・　ほ場の情報（ほ場№等）
・　所有する倉庫と倉庫内保管物（農薬･肥料・燃料･機械･資材等）
・　自分のほ場に隣接するほ場の情報（栽培作物と栽培者氏名）

・　給水場所と水の種類、農薬調整場所、余った農薬の廃棄場所、散布機の洗浄場所
・　周辺の道路、作業道、石垣、ブロック、法面、崖、電柵等
・　その他注意すべき情報があれば記載

参参考考様様式式②②
対対応応番番号号：：茶茶園園管管理理編編11--11--11、、11--22--88

ほ場地図（　　　　年　　　月　　　日　現在）　　　【地図№：　　　　】

生産者氏名 地区名
既存のほ場№ 新規ほ場№

・　周辺状況（山林、河川、湖沼、畜産、養蚕、工場施設、廃棄物処理場、ゴルフ場等）

- 34 -



参参考考様様式式③③

施設名 所在地 使用目的 備考（保管物等）

（記載例）
資材倉庫の１

（記載例）
○×町△△丁目×－○

（記載例）
被覆資材の保管

（記載例）
寒冷沙

施設管理台帳
対対応応番番号号：：茶茶園園管管理理編編１１－－１１－－１１

- 35 -



参参考考様様式式④④

対対応応番番号号：：茶茶園園管管理理編編１１－－11－－22

部門 氏名 職責

①農場の統括

②

①透排水性の改善

②施肥

③土作り

④土壌浸食対策

①総合病害虫管理

②農薬使用

③農薬保管

①労働衛生管理

②労働条件

①摘採機の管理

②摘採時期の決定

③摘採園の決定

①

②

摘採責任者

労働安全責任者

農薬管理責任者

茶園管理の組織表

農場責任者

施肥責任者

- 36 -



　　
    

　　
年年

度度
　　

茶茶
園園

のの
リリ

スス
クク

検検
討討

表表
・・
対対

応応
表表

　　
　　

　　
　　

　　
　　

　　
　　

　　

※※
地地

図図
№№

ごご
とと

にに
作作

成成
しし

まま
すす

。。
検検

討討
日日

：：
    

　　
　　

年年
　　

　　
月月

　　
　　

日日

自
宅

ま
で

：
　

　
　

分
以

前
の

土
地

利
用

履
歴

：
　

山
林

・
水

田
・
茶

園
・
他

（
　

　
　

 　
）

1 2 3

参参
考考

様様
式式

例例
⑤⑤

    
対対

応応
番番

号号
：：
茶茶

園園
管管

理理
編編

11
--
22
--
11
,,11

--
22
--
22

    
    

    
    

    
    

    
    

11
--
44
--
11
22
,,11

--
44
--
11
44

※
【
圃

場
周

辺
地

図
】
の

作
成

と
併

せ
て

リ
ス

ク
を

確
認

し
て

み
ま

し
ょ

う
。

地
図

N
o
.：

　
　

　
　

　
　

　
　

　含
ま

れ
る

圃
場

番
号

：

新
た

に
茶

栽
培

を
始

め
る

茶
園

に
：
　

該
当

　
・
　

非
該

当
茶

工
場

ま
で

：
　

分

使
用

す
る

水
：
　

水
道

水
、

農
業

用
水

（
　

　
　

）
、

井
戸

水
（
　

　
　

　
）
、

河
川

（
　

　
　

　
　

）
、

た
め

池
（
  

  
  

  
）
、

湧
水

（
　

　
　

）
、

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
）

摘
採

方
法

：
　

乗
用

型
　

・
　

可
搬

型
　

　
・
　

手
摘

み

リ
　

ス
　

ク
の

種
類

状
　

　
　

　
況

リ
ス

ク
の

有
無

リ
ス

ク
へ

の
対

応
策

（
該

当
す

る
対

策
に

〇
、

別
な

対
策

や
特

記
あ

れ
ば

記
載

）

農
薬

ド
リ

フ
ト

　
（
被

害
・
加

害
）

＊
隣

地
の

状
況

は
？

（
地

図
参

照
）

□
茶

以
外

の
他

作
物

の
栽

培
□

摘
採

時
期

の
相

違
（
別

茶
種

、
摘

採
の

実
施

・
未

実
施

）
□

他
の

地
域

の
生

産
者

で
あ

る
□

民
家

等
の

建
物

が
あ

る
□

河
川

・
水

路
等

が
近

い

有
　

・
　

無

・
最

終
防

除
規

制
を

遵
守

す
る

・
立

札
を

し
て

周
知

す
る

・
連

絡
し

あ
う

→
隣

の
氏

名
と

連
絡

先
の

把
握

・
風

向
き

に
注

意
、

風
が

強
い

日
は

実
施

し
な

い
・
ド

リ
フ

ト
低

減
ノ

ズ
ル

の
使

用
・
飛

散
防

止
カ

バ
ー

の
装

着
・
そ

の
他

の
工

夫
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

使
用

水
の

安
全

※
（
飲

用
可

の
水

な
ら

）
安

全
（
リ

ス
ク

無
し

）

①
取

水
場

所
周

辺
の

状
況

　
・
上

流
域

で
の

農
薬

・
除

草
剤

散
布

　
　

（
な

し
・
あ

り
）

　
・
周

辺
か

ら
の

汚
染

物
質

の
流

入
　

　
（
な

し
・
あ

り
）

②
周

辺
で

行
わ

れ
た

行
政

に
よ

る
水

質
検

査
結

果
か

ら
の

検
討

結
果

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

（
リ

ス
ク

な
し

・
あ

り
）

　
　

　
　

※
不

明
の

場
合

、
地

域
の

宇
治

茶
G

A
P

指
導

員
に

相
談

有
　

・
　

無

（
例

）
・
上

流
域

で
農

薬
類

が
使

用
さ

れ
る

時
期

に
は

、
別

の
安

全
な

水
源

か
ら

取
水

・
リ

ス
ク

が
あ

る
た

め
、

別
の

安
全

な
水

源
か

ら
取

水

土
壌

の
安

全

①
行

政
に

よ
る

制
限

　
　

　
　

　
　

　
（
な

し
・
あ

り
・
不

明
）

　
　

※
不

明
の

場
合

、
地

域
の

宇
治

茶
G

A
P

指
導

員
に

相
談

②
未

処
理

下
水

等
の

直
接

流
入

　
　

（
な

し
　

・
　

あ
り

）
③

近
隣

か
ら

の
汚

染
物

質
流

入
等

　
（
な

し
　

・
　

あ
り

）
④

安
全

性
の

確
認

な
き

資
材

投
入

　
（
な

し
　

・
　

あ
り

）
⑤

安
全

性
の

確
認

な
き

客
土

使
用

　
（
な

し
　

・
　

あ
り

）
⑥

以
前

の
使

用
履

歴
か

ら
の

心
配

（
ド

リ
ン

系
農

薬
な

ど
の

P
O

P
ｓ
物

質
の

残
留

、
放

射
性

物
質

等
）
　

　
　
（
な

し
　

・
　

あ
り

）

有
　

・
　

無

・
未

処
理

下
水

、
汚

染
物

質
等

の
流

入
を

遮
断

・ ・ ・

-
 3

7
 -



4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

環
境

保
全

開
発

規
制

：
　

な
し

　
・
　

あ
り

　
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

有
　

・
　

無
行

政
や

関
連

保
護

団
体

の
指

示
に

従
っ

て
営

農
す

る
。

鳥
獣

被
害

　
　

い
の

し
し

　
・
　

し
か

　
・
サ

ル
・
　

　
（
　

　
　

　
　

　
　

）
有

　
・
　

無
電

気
柵

の
設

置
　

　
生

ゴ
ミ

を
捨

て
な

い
　

　
市

に
捕

獲
依

頼

隣
地

の
耕

作
放

棄
園

の
状

況
防

除
効

果
へ

の
影

響
：
　

な
し

　
・
　

あ
り

有
　

・
　

無
農

業
委

員
会

へ
連

絡
す

る
。

交
通

事
故

の
可

能
性

①
車

両
の

往
来

が
激

し
い

道
路

を
利

用
（
な

し
　

・
　

あ
り

）
②

運
搬

時
に

す
れ

違
い

困
難

な
箇

所
（
あ

る
　

・
　

な
い

）

有
　

・
　

無
・
（
例

）
合

流
前

に
左

右
確

認
・
（
例

）
特

に
＊

＊
＊

橋
の

手
前

で
一

旦
停

止
す

る
・

廃
棄

物
の

放
置

の
有

無
　

　
虫

害
　

・
　

異
臭

　
・
　

汚
染

物
質

の
漏

洩
有

　
・
　

無

崩
落

（
作

業
の

安
全

）
落

石
　

・
　

石
垣

崩
落

　
・
　

法
面

崩
落

有
　

・
　

無
ネ

ッ
ト

　
柵

　
　

　
立

札

そ
の

他
の

危
険

箇
所

な
し

　
・
　

あ
り

　
（
  

  
  

  
  

  
　

　
　

　
　

　
）

有
　

・
　

無

畑
の

勾
配

（
作

業
の

安
全

）
斜

面
（
　

急
傾

斜
　

・
　

緩
斜

面
　

・
　

平
地

　
）

有
　

・
　

無
・
熟

練
者

に
よ

る
作

業
　

・
　

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

段
差

・
崖

（
作

業
の

安
全

）
石

積
み

　
・
　

ブ
ロ

ッ
ク

積
み

　
・
　

水
路

　
・
　

崖
有

　
・
　

無
・
熟

練
者

に
よ

る
作

業
　

　
　

・
点

検

表
土

・
肥

料
の

流
出

可
能

性
（
な

し
　

・
　

あ
り

）
　 原

因
→

　
畝

配
置

　
・
　

勾
配

　
・
　

定
植

直
後

有
　

・
　

無
・
株

中
に

散
布

　
　

・
深

耕
　

　
　

・
カ

ル
チ

　
　

・
敷

き
藁

・
排

水
路

の
整

備
　

　
・
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

異
物

混
入

の
可

能
性

・
落

葉
　

・
　

ゴ
ミ

　
・
　

老
朽

化
し

た
被

覆
資

材
片

　
・
雑

草
有

　
・
　

無
・
摘

採
前

に
取

り
除

く
・
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

土
質

・
水

は
け

茶
栽

培
上

（
良

好
　

・
　

可
　

・
　

要
改

善
）

有
　

・
　

無
・
作

土
層

の
客

土
　

　
　

・
土

壌
改

良
・
堆

肥
の

施
用

・
暗

渠
・
明

渠
の

設
置

　
・
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

-
 3

8
 -



参参考考様様式式⑥⑥

対対応応番番号号：：茶茶園園管管理理編編　　１１－－２２－－２２００

（異物混入等のリスク検討）

作業 機械・資材等 考えられる危害（リスク）要因※

被覆 被覆資材
例：劣化した被覆資材が生葉に混入（異物混入）  

ピンチ
例：破損したピンチの一部が生葉に混入（異物混入）

摘採 摘採機

摘採袋
例：摘採袋の結び目についた小石が生葉へ混入（異物混入） 

すそ刈り機

燃料

生葉運搬 軽トラック
例：軽トラックの荷台からの異物混入

生葉搬入

摘採・被覆・生葉運搬等の作業の中にある危害要因検討表

※一般的に考えられる危害（リスク）の例を記載していますが、自分の茶栽培作業を振り返り、ど
の工程にどんな危害要因があるかを検討し、認識することが大切です。

- 39 -



参参
考考
様様
式式
⑦⑦

対対
応応
番番
号号
：：
茶茶
園園
管管
理理
編編
１１
－－
４４
－－
８８

　　
　　
　　
　　
　　
　　
：：
茶茶
工工
場場
編編
　　
２２
－－
４４
－－
１１

分
類

廃
棄
物

処
分
方
法

保
管
場
所

減
ら
す
工
夫
/
リ
サ
イ
ク
ル

農
薬

期
限
切
れ
農
薬

（
記
載
例
）

J
A
の
回
収

（
記
載
例
）

農
薬
保
管
庫
で
別
保
管

（
記
載
例
）

在
庫
管
理
、
農
薬
使
用
計
画

廃
油

廃
エ
ン
ジ
ン
オ
イ
ル

（
記
載
例
）

業
者
に
依
頼

（
記
載
例
）

機
械
小
屋

（
記
載
例
）

こ
ま
め
に
交
換

被
覆
資
材

肥
料
袋

農
薬
空
き
容
器

機
械
部
品

空
き
缶

農
薬
空
き
袋

段
ボ
ー
ル
箱

伝
票
類
･
一
般
紙
類

台
切
り
･
更
新
の
枝
葉

飲
食
ゴ
ミ廃
棄
物
保
管
処
理
一
覧
表

廃
プ
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク

金
属

紙

植
物
・
食
品
由
来

改
植
時
の
茶
株

-
 4

0
 -



参参
考考
様様
式式
⑧⑧

品
種
名

購
入
年
月
日

購
入
本
数

購
入
先

年
生

定
植
ほ
場

備
考

（
記
載
例
）

さ
み
ど
り

（
記
載
例
）

平
成
２
４
年
３
月
○
日

（
記
載
例
）

２
０
０
０
本

（
記
載
例
）

Ｊ
Ａ

（
記
載
例
）

１
年
生

（
記
載
例
）

Ｎ
ｏ
．
○
△

茶
苗
購
入
台
帳

対対
応応
番番
号号
：：
茶茶
園園
管管
理理
編編
１１
－－
５５
－－
３３

-
 4

1
 -



参参
考考
様様
式式
⑨⑨
－－
１１

機
械
の
購
入
･廃
棄
の
履
歴

2
0
2
6

2
0
2
7

2
0
2
8

2
0
2
9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

設
備
・
機
械
台
帳
（
ほ
場
関
係
）

対対
応応
番番
号号
：：
茶茶
園園
管管
理理
編編
１１
－－
５５
－－
４４

機
械
№

機
械
名

製
造
メ
ー
カ
ー

種
類

保
守
業
者

定
期
点
検
時
期

定
期
点
検
実
施
日

-
 4

2
 -



参参
考考
様様
式式
⑨⑨
－－
２２

2
0
2
6

2
0
2
7

2
0
2
8

2
0
2
9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

設
備
・
機
械
台
帳
（
茶
工
場
関
係
）

対対
応応
番番
号号
：：
製製
茶茶
工工
場場
編編
２２
－－
５５
－－
１１

機
械
№

機
械
名

製
造
メ
ー
カ
ー

種
類

保
守
業
者

定
期
点
検
時
期

定
期
点
検
実
施
日

機
械
の
購
入
･廃
棄
の
履
歴

-
 4

3
 -



参参
考考
様様
式式
⑩⑩

月
　
日

入
　
庫

出
　
庫

在
　
庫

月
　
日

入
　
庫

出
　
庫

在
　
庫

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

肥
料
在
庫
台
帳

対対
応応
番番
号号
：：
茶茶
園園
管管
理理
編編
１１
－－
５５
－－
５５

銘
柄

銘
柄

-
 4

4
 -



参参
考考
様様
式式
⑪⑪

月
　
日

入
　
庫

出
　
庫

在
　
庫

月
　
日

入
　
庫

出
　
庫

在
　
庫

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/

農
薬
在
庫
台
帳

対対
応応
番番
号号
：：
茶茶
園園
管管
理理
編編
１１
－－
５５
－－
６６

銘
柄

銘
柄

-
 4

5
 -



参参考考様様式式⑫⑫

対対応応番番号号：：製製茶茶工工場場編編２２－－１１－－２２

部門 氏名 職責

工場責任者 ①工場の統括

①茶期前の点検

②使用前点検・保守点検

③取扱説明書の管理

①燃料保管管理

②燃料使用記録簿記入

①生葉品質の判定

②生葉受け入れ原簿記入

③生葉保管管理

④生葉投入管理

①蒸熱

②製茶工程

③製茶伝票の記入

④乾燥

①労働安全の管理

②衛生管理

①荒茶計量

②包装

③出荷伝票の記入

①出荷伝票・数量の確認

②集荷業者との連絡

製茶工場の組織表

安全衛生管理

生葉受け入れ
責任者

出荷責任者

製茶機械管理
責任者

製品管理

製茶作業管理

エネルギー管理
責任者

- 46 -



参参考考様様式式⑬⑬--11

対対応応番番号号：：製製茶茶工工場場編編２２－－２２－－２２

工程 考えられる危害要因

生葉搬入

生葉保管
例：コンテナへの衛生害虫の飛び込み

給葉

蒸熱

葉打ち
例：劣化した底竹の混入

粗揉

揉捻

中揉

精揉

乾燥

包装
例：事務用品（ペンやハサミ等）の混入

出荷

揉み茶工程作業表

＊一般的に考えられる危害（リスク）の例を記載していますが、自分の茶製造を振り
返り、どの工程にどんな危害要因があるかを検討し、認識することが大切です。
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参参考考様様式式⑬⑬--22　　

対対応応番番号号：：製製茶茶工工場場編編２２－－２２－－２２

工程 考えられる危害要因

生葉搬入

生葉保管

給葉

生葉篩分
例：篩分機の目詰まりによる包葉の混入が焦げ臭の原因となる

蒸熱

冷却散茶
例：散茶かやの清掃不良による衛生上の危害

てん茶機投入

てん茶機での乾燥

つる切り
例：カバーのないカッターでの事故

乾燥（葉）

乾燥（茎）

梱包

出荷

てん茶工程作業表

＊一般的に考えられる危害（リスク）の例を記載していますが、自分の茶製造を振り
返り、どの工程にどんな危害要因があるかを検討し、認識することが大切です。
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清掃場所： 清掃責任者：

①

②

③

④

⑤

実施月日 清掃実施者

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

　　月　　日

清掃記録

清掃手順

参参考考様様式式⑭⑭

対対応応番番号号：：製製茶茶工工場場編編２２－－２２－－４４

状況 備考
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参参
考考
様様
式式
⑮⑮

対対
応応
番番
号号
：：
製製
茶茶
工工
場場
編編
２２
－－
３３
－－
１１

場
所

事
故
を
防
ぐ
対
策

例
：
半
地
下
ピ
ッ
ト

例
：
転
落
事
故
防
止
の
た
め
に
ピ
ッ
ト
縁
に
虎
テ
ー
プ
を
貼
り
付
け
た

危
険
な
場
所
の
一
覧
表
（
製
茶
工
場
）

-
 5

0
 -



年
　
月
　
現
在

資
格
・
免
許
名

所
持
者
の
氏
名

取
得
（
受
講
）
年
月
日

有
効
（
更
新
日
）
年
月
日

備
考

2
級
ボ
イ
ラ
技
士

1
級
ボ
イ
ラ
技
士

＊
　
工
場
に
あ
る
設
備
や
、
貯
蔵
し
て
い
る
危
険
物
の
量
に
よ
っ
て
は
不
要
な
も
の
も
あ
り
ま
す
の
で
、
不
明
な
点
は
宇
治
茶
G
A
P
指
導
員
に
ご
相
談
く
さ
い

対 対
応応
番番
号号
：：
製製
茶茶
工工
場場
編編
２２
－－
３３
－－
５５
　　
様様
式式
⑯⑯

資
格
一
覧
表

乾
燥
設
備
作
業
主
任

危
険
物
取
扱
者
免
状

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
運
転
免
許

ボ
イ
ラ
ー
取
扱
技
能
講
習
修
了

-
 5

1
 -



電気　　ガス　　　重油　　水

月  日 メーター数値 前日数値 当日使用分 備　考＊

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

年度

参参考考様様式式⑰⑰

エネルギー使用簿

対対応応番番号号：：製製茶茶工工場場編編２２－－４４－－３３

＊備考には、加工量等を記載すれば、効率的に運営できたかを判断する材料にも使用できる
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参参
考考

様様
式式

⑱⑱

工
場

受
入

年
月

日
：

受
入

ロ
ッ

ト
搬

入
時

刻
氏

名
ほ

場
茶

種
摘

採
方

法
品

種
生

葉
数

量
（
ｋ
ｇ
）

備
考

1
：

2
：

3
：

4
：

5
：

6
：

7
：

8
：

9
：

1
0

：

受
け

入
れ

担
当

者
氏

名
：

生
葉

受
け

入
れ

原
簿

対対
応応

番番
号号

：：
製製

茶茶
工工

場場
編編

２２
－－

５５
－－

６６

  
　

　
年

　
　

　
月

　
　

日

-
 5

3
 -



製
造

日
  

　
　

年
　

　
月

　
　

　
日

（
　

　
）

天
候

：
　

晴
　

・
　

曇
　

・
　

雨

乾
燥

機

第
１

工
程

第
２

工
程

第
１

工
程

第
２

工
程

第
３

工
程

第
４

工
程

第
５

工
程

前
後

前
後

温
度

所
要

時
間

熱
風

温
度

（
℃

）
加

錘
程

度

熱
風

量

回
転

数
玉

解

茶
温

（
設

定
）

生
葉

受
け

入
れ

№

参参
考考

様様
式式

⑲⑲
--
11

揉
み

茶
製

茶
伝

票
荒

茶
製

造
番

号
　

№
対対

応応
番番

号号
：：
製製

茶茶
工工

場場
編編

２２
－－

５５
－－

８８

製
茶

担
当

者
氏

名
：

荒
茶

製
造

重
量

K
g

摘
採

ほ
場

茶
種

歩
留

ま
り

％

生
葉

重
量

品
種

被
覆

（
日

数
）

摘
採

日

＊
　

あ
く
ま

で
参

考
で

す
の

で
、

ご
自

分
の

製
茶

工
程

に
必

要
な

部
分

を
記

入
し

て
下

さ
い

K
g

　
　

　
　

機
械

設
定

粗
揉

機
揉

捻
機

中
揉

機

回
転

数

葉
打

ち
機

釜
温

度

精
揉

機

-
 5

4
 -



天
候

：
　

＊
　

あ
く
ま

で
参

考
で

す
の

で
、

ご
自

分
の

製
茶

工
程

に
必

要
な

部
分

を
記

入
し

て
下

さ
い

中
段

（
２

）

通
過

時
間

（
イ

ン
バ

ー
タ

H
z）

分
　

　
　

　
　

　
秒

　
　

　
　

（
　

　
　

　
　

　
　

　
）

分
　

　
　

　
　

　
秒

　
　

　
　

（
　

　
　

　
　

　
　

　
）

乾
燥

条
件

生
葉

重
量

K
g

荒
茶

製
造

数
量

K
g

歩
留

ま
り

％

下
段

上
段

中
段

（
１

）
分

　
　

　
　

　
　

秒
　

　
　

　
（
　

　
　

　
　

　
　

　
）

分
　

　
　

　
　

　
秒

　
　

　
　

（
　

　
　

　
　

　
　

　
）

品
種

被
覆

（
日

数
）

設
定

温
度

（
℃

）

摘
採

日

製
茶

担
当

者
氏

名
：

摘
採

ほ
場

参参
考考

様様
式式

⑲⑲
--
22

生
葉

受
け

入
れ

№

製
造

日
　

  
　

　
年

　
　

月
　

　
　

日
（
　

　
）

対対
応応

番番
号号

：：
製製

茶茶
工工

場場
編編

２２
－－

５５
－－

８８

て
ん

茶
製

茶
伝

票
荒

茶
製

造
番

号
　

№

-
 5

5
 -



対応番号：茶園管理編1-2-4,1-2-6,1-3-11,1-4-1,1-4-3

項目 注意事項

1 防防除除実実施施のの決決定定
農薬散布責任者が、①防除計画②病害虫の発生状況③風量・風
向きによるドリフトのリスクなどを検討したうえで、防除の可否を決
定する。

2 薬薬剤剤のの決決定定

農薬責任者は、以下の点の最新情報を確認して散布者に指示する
①適用農作物（茶）
②総使用回数
③使用時期（収穫前日数等）
④使用方法、適用病害虫、希釈倍率、使用量、混用の可否
⑤使用する農薬の最終有効年月

3 使使用用前前点点検検のの実実施施
①タンクやホース等が洗浄されているかチェックする
②ノズル、ホース、接合部に問題がないかチェック（試運転）

4 準準備備（（調調合合））

農薬責任者の許可を得て実施する
①所定の農薬準備場所で実施する
②散布面積から必要量を計算し、散布液が残らないように調整する
③所定の計量器具を使用する
④計量カップは使用後、３回以上すすぎ、すすいだ水は散布機のタ
ンクに希釈用の水の一部としてもどす
⑤使用上の注意を確認し従う

5 防防除除衣衣のの着着用用 ラベルの記載に従って着用する

6 農農薬薬散散布布
風量、風向き等に注意し、周辺へのドリフト防止に心がける
薬液が残らないよう適量を散布する

7 散散布布機機のの洗洗浄浄

所定の場所で散布機の洗浄を行う
下記の要領を参考に、散布後速やかに散布機、ホース、接合部
及びタンクを洗浄する
①バケツなどの容器に洗浄用のきれいな水を充分に用意する
②吸水口のホースを洗浄用の水を入れた容器に入れる
③余水側のホースをタンクから外に出す
④散布ホースの先のノズルを外し、動噴を作動させてポンプ、散布
ホース内に水を通す
⑤コックを操作し、余水口のホース内も水を通す
⑥タンクやノズルも充分に洗浄する
⑦背負い式動噴等、一体型のものはタンクの洗浄だけでポンプ、散
布ホースの洗浄を怠りやすいので、タンク内を洗浄した後、必ず充
分な洗浄用の水をタンクに入れ、動噴を作動させ、散布ホース内も
洗浄用の水を通す
⑧器具を洗浄した後の水は、河川、下水等に流さないようにする

8 防防除除衣衣のの洗洗浄浄･･保保管管 他の服と分けて洗浄、茶や他のものと接触しない場所で保管

9 在在庫庫台台帳帳のの記記帳帳 農薬在庫台帳へ使用量と在庫量を記帳する

10 使使用用記記録録簿簿へへのの記記帳帳 農薬在庫台帳へ所定項目を記帳する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農薬使用の手順                           作成例①
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作成例　③

目的 ××の防除のため

日時 　　 年　　月　　日
　　時頃～　　時頃まで

場所 ○○市××の茶園

使用薬剤 ◇◇剤
（○○水和剤）

生産者 宇治　茶太郎
（農薬使用者）

記

対対応応番番号号　　１１－－４４－－３３

農薬散布のお知らせ

下記の内容で農薬散布を実施します
安全には十分配慮をして作業をしますので

付近住民の皆様のご理解とご協力をお願いします
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来
訪
さ
れ
る
方
へ

当
農
場
（
工
場
）
は
、
宇
治
茶
GA

Pを
実
践
し
て
お
り
、

農
場
（
工
場
）
の
衛
生
管
理
に
努
め
て
い
ま
す
。

恐
縮
で
す
が
、
以
下
の
点
を
守
っ
て
下
さ
い

①
ほ
場
に
入
る
前
に
靴
の
泥
を
充
分
落
と
し
て
下
さ
い

②
工
場
に
入
る
際
に
は
、
入
口
付
近
に
あ
る
ス
リ
ッ
パ
に

履
き
替
え
て
下
さ
い

③
ほ
場
や
工
場
に
立
ち
入
る
際
に
は
、
関
係
者
に
お
断
り
下
さ
い

④
立
ち
入
り
禁
止
区
内
、
危
険
表
示
の
あ
る
区
域
に
は

入
ら
な
い
で
下
さ
い

⑤
出
荷
用
の
茶
葉
や
資
材
に
は
触
れ
な
い
で
下
さ
い

⑥
ト
イ
レ
の
使
用
後
に
は
、
石
け
ん
で
手
を
洗
っ
て
下
さ
い

⑦
ほ
場
や
工
場
内
で
の
喫
煙
や
飲
食
は
ご
遠
慮
下
さ
い

農農
場場
（（
工工
場場
））
主主

作
成
例
④

対
応
番
号

1
-
5
-
1
1

-
5
9
 -



ココ
ンン
テテ
ナナ

ココ
ンン
テテ
ナナ

ココ
ンン
テテ
ナナ

ボボ
イイ
ララ
ーー

給給
葉葉
機機

蒸蒸
機機

火火 炉炉

葉葉 打打 ちち 機機粗粗 揉揉 機機

揉揉
捻捻
機機

中中
揉揉
機機

精精
揉揉
機機

ココ
ンン
テテ
ナナ

乾乾
燥燥
機機

梱梱 包包 機機

（（
生生
葉葉
管管
理理
室室
））

（（
出出
荷荷
場場
））

ロロ
ッッ
カカ
ーー

（（
工工
具具
））

ココ
ンン
テテ
ナナ

ココ
ンン
テテ
ナナ

シシ ャャ ッッ タタ ーーシシ ャャ ッッ タタ ーー

机机

トト
イイ
レレ

手手
洗洗
いい

我我
がが
家家
のの
製製
茶茶
工工
場場
（（
例例
））

窓窓
窓窓

窓窓
窓窓

排排 水水

給給 水水
重重
油油

窓窓

窓窓

茶茶
園園

水水
田田

ロロ
ッッ
カカ
ーー

（（
大大
海海
、、
ひひ
もも
））

ゴゴ ミミ 靴靴 箱箱ゴゴ ミミ
ロロ
ッッ
カカ
ーー

（（
掃掃
除除
用用
具具
））

作
成
例
⑤

-
6
0
 -



-
6
1
 -

GA
Pの
取
組
の
中
で
、
注
意
を
促
し
た
り
、
ル
ー
ル
を
共
有
す
る
た
め
に
は
、
表
示
を
す
る
こ
と
が
有
効
で
す
。

上
記
の
例
を
参
考
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
産
現
場
（
倉
庫
や
茶
工
場
等
）
で
必
要
な
も
の
を
作
成
し
ま
し
ょ
う
。

な
お
、
表
示
例
に
つ
い
て
は
、
公
益
社
団
法
人
京
都
府
茶
業
会
議
所
等
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
活
用
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
可
能
で
す
。

UR
L・
・
・

ht
tp
ｓ
://

w
w
w.
uj
ich

a.
or
.jp

/u
jic
ha
ga
p/

表
示
例



表
示
例

-
6
2
 -



表
示
例

-
6
3
 -



容器の形態 除去方法

①農薬散布機や希釈容器に中身を移した後さらに袋
を軽くたたいて内面の付着分を散布機や希釈容器に
入れる

②目に見えるような付着分がないことを確認してたた
んで、決められた廃棄物保管場所に保管する

①薬剤散布機や希釈容器にボタ落ちが無くなるまで
中身の農薬を移し、容器の約１/４の水を加えて密栓
する。よく振った後に散布液に混ぜる。

②上記①を３回繰り返し、付着分がないことを確認す
る

③容器内の水分をよく切って、決められた廃棄物保
管場所に保管する

①内容物が噴出して危険なので、不用意に穴を開け
ない

②中身がどうしても残ってしまった場合には、火気の
ない風通しのよい屋外で周囲に飛散しないよう新聞
紙などに吹き付け、噴射音が消えるまで内容物を出
し切る

③「ガス抜きキャップ」が装着されている場合には、そ
の使用方法に従う

①許可を受けた廃棄物処理業者に処理を委託する

②市町村や地域のJAが回収・処分している場合には、定められた方法に従う

③地域共同で適正に回収処分する体制が確立しているところでは、その体制に従う

洗浄済みの空容器を廃棄する際や、残った農薬をやむを得ず廃棄する場合

袋状の容器の場合

びんや缶状の容器の場合

エアゾール缶農薬の容器の場合

使用済み容器の中の付着農薬の除去方法　対対応応番番号号１１－－４４－－４４　添付資資料料①①

◎容器の形状に従って処理しましょう
◎洗浄済みの空容器は、廃棄するまで決められた保管場所で保管しましょう
◎他の用途には絶対に使用しないようにしましょう
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対対
応応
番番
号号
２２
－－
２２
－－
１１
　　
　　
添添
付付
資資
料料
②②

作
業

服
、

作
業

靴
は

清
潔

に
！

作
業

着
で

手
を

拭
く

の
は

や
め

ま
し

ょ
う

作
業

着
は

定
期

的
に

洗
い

ま
し

ょ
う

作
業

着
の

ほ
こ

ろ
び

は
異

物
混

入
の

元
に

な
り

ま
す

髪
の

毛
が

帽
子

か
ら

出
な

い
よ

う
に

！
ネ

ッ
ト

付
き

の
衛

生
帽

を
着

用
し

て
髪

の
毛

の
混

入
を

防
ぎ

ま
し

ょ
う

体
調

の
悪

い
時

は
、

作
業

し
な

い
！

倒
れ

て
機

械
に

巻
き

込
ま

れ
た

り
、

ぶ
つ

か
る

こ
と

も
あ

る
の

で
、

作
業

す
る

の
は

控
え

ま
し

ょ
う

外
履

き
で

工
場

内
に

入
ら

な
い

！
靴

の
裏

に
付

着
し

た
ゴ

ミ
や

土
が

工
場

内
に

入
ら

な
い

よ
う

に
し

ま
し

ょ
う

作
業

靴
の

ま
ま

で
ト

イ
レ

に
行

か
な

い
！

必
ず

ト
イ

レ
専

用
の

履
き

物
に

履
き

替
え

ま
し

ょ
う

ま
た

、
必

ず
手

を
洗

い
ま

し
ょ

う

異
物

の
混

入
や

食
品

へ
の

汚
染

可
能

性
が

あ
り

ま
す

の
で

、
作

業
場

内
に

私
物

を
持

ち
込

ま
な

い
よ

う
に

し
ま

し
ょ

う
。

財
布

、
携

帯
電

話
（

許
可

さ
れ

た
も

の
を

除
く

）
煙

草
、

ラ
イ

タ
ー

、
化

粧
品

等

現
場

は
常

に
整

理
整

頓
！

必
要

で
な

い
物

は
、

現
場

に
置

か
な

い
よ

う
に

し
ま

し
ょ

う

昆
虫

の
侵

入
防

止
の

た
め

に
出

入
り

口
を

開
放

し
な

い
！

開
け

た
ら

閉
め

る
、

ま
た

網
戸

を
設

置
す

る
等

の
対

策
を

し
て

、
外

部
か

ら
の

昆
虫

の
侵

入
を

防
ぎ

ま
し

ょ
う

原
料

や
製

品
の

床
へ

の
直

置
き

は
し

な
い

！
床

に
は

ゴ
ミ

が
落

ち
て

い
る

こ
と

も
あ

り
ま

す
。

ま
た

、
製

品
を

露
出

さ
せ

な
い

よ
う

に
し

ま
し

ょ
う

は
ね

水
に

よ
る

汚
染

や
、

異
物

混
入

に
注

意
！

床
に

溜
ま

っ
た

水
は

ゴ
ミ

な
ど

が
混

ざ
っ

て
い

る
こ

と
も

あ
り

ま
す

床
や

排
水

溝
の

清
掃

を
怠

ら
な

い
よ

う
に

！
茶

葉
の

残
さ

が
残

っ
て

い
る

と
、

虫
や

ね
ず

み
を

引
き

寄
せ

た
り

、
悪

臭
の

原
因

に
な

り
ま

す

ゴ
ミ

は
決

め
ら

れ
た

場
所

、
保

管
方

法
で

！
工

場
の

決
ま

っ
た

場
所

に
分

別
ご

み
箱

を
用

意
し

て
そ

こ
に

捨
て

る
よ

う
に

し
ま

し
ょ

う

掃
除

用
具

を
ぬ

れ
た

ま
ま

放
置

し
な

い
！

掃
除

用
具

自
体

が
汚

染
源

に
な

っ
て

し
ま

う
の

で
、

使
用

後
は

所
定

の
場

所
で

乾
燥

さ
せ

て
お

き
ま

し
ょ

う

マ
グ

ネ
ッ

ト
は

定
期

的
に

掃
除

！
鉄

粉
が

つ
い

た
ま

ま
の

マ
グ

ネ
ッ

ト
で

は
、

鉄
粉

の
落

下
に

よ
る

異
物

混
入

や
除

鉄
効

率
の

低
下

に
つ

な
が

り
ま

す

清
掃

参
考

：
食

品
産

業
セ

ン
タ

ー
　

食
品

衛
生

教
育

マ
ニ

ュ
ア

ル
　

「
み

ん
な

で
守

ろ
う

！
衛

生
管

理
」

茶
工

場
に

お
け

る
衛

生
管

理

作
業

員
の

衛
生

管
理

施
設

・
設

備
の

衛
生

管
理

原
料

、
製

品
の

管
理

-
 6

5
 -



対対応応番番号号：：２２－－２２－－１１

食品衛生法に基づく公衆衛生上講じるべき措置の基準等に関する条例

平成12年3月28日

京都府条例第５号

食品衛生法に基づく公衆衛生上講じるべき措置の基準等に関する条例をここに公布
する。

食品衛生法に基づく公衆衛生上講じるべき措置の基準等に関する条例

（趣旨）

第１条　この条例は、食品衛生法（昭和22年法律第233号。以下「法」という。）及び食
品衛生法施行令
（昭和28年政令第229号）の規定に基づき、公衆衛生上講じるべき措置の基準等を
定めるものとする。

第２条　略

第３条　法第50条第２項に規定する公衆衛生上講じるべき措置の基準は、別表第１
のとおりとする

別表第1(第３条関係）

営業に係る公衆衛生上講じるべき措置の基準

1 日常点検を含む衛生管理を計画的に実施すること。

2
営業の施設、設備及び器具の構造及び材質並びに取り扱う食品の特性を考慮し、こ
れらの適切な清掃、洗浄及び消毒の方法を定めること。この場合において、必要に
応じ、手順書を作成すること。

3
営業の施設、設備、人的能力等に見合う適切な受注管理を行うとともに、食品、添加
物、器具又は容器包装の取扱いに際しては、適正な温度及び方法で衛生的に管理
すること。

4
営業の施設及びその周辺は、定期的に清掃し、施設の稼働中は常に衛生上支障の
ないように維持すること。

5 営業の施設は、営業目的以外の用途に使用しないこと。

6
器具（清掃用の器具を含む。）は、使用目的に従って使用し、使用後は洗浄し、衛生
的に管理すること。

7
廃棄物の保管及びその廃棄の方法について、手順を定めること。この場合におい
て、必要に応じ、手順書を作成すること。

添添付付資資料料③③
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8
原材料の仕入れに当たっては、衛生上の観点から品質、鮮度、表示等を点検するこ
と。この場合において、必要に応じ、点検状況を記録すること。

9

原材料及び製品については、出荷又は販売までの間の適切な時点（期限表示が必
要な食品にあっては、出荷又は販売までの間の適切な時点及び期限満了時点）に、
自主検査を行い、規格基準等への適合性を確認し、その結果を記録するよう努める
こと。

10
受水槽等水を供給する設備は、清潔に維持管理し、水道水以外の水を使用するとき
は、定期的に水質検査を行うこと。

11

食品又は添加物（以下「食品等」という。）を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、
貯蔵し、運搬し、又は販売する営業のうち規則で定める営業を行うときは、施設ごと
に食品衛生責任者を選任し、施設の所在地を所管する京都府保健所の長（以下「保
健所長」という。）の指定する講習会を受講させ、衛生管理に当たらせること。

12

食品衛生責任者は、食品衛生上の危害の発生の防止のため、施設の衛生管理の
方法その他の食品衛生に関する事項について必要な注意を行い、必要に応じ、営業
者に対し意見を述べること。この場合において、営業者は、その意見を尊重するこ
と。

13
食品衛生上の危害の発生の防止に必要な限度において、取り扱う食品等に係る仕
入元、製造、加工等の状態、出荷先又は販売先その他必要な事項に関する記録を
作成し、取り扱う食品等の流通実態等に応じて適切な期間保存するよう努めること。

14

販売食品等に起因する食品衛生上の問題が発生した場合において、消費者に対す
る健康被害を未然に防止するため、問題となった製品を迅速かつ適切に回収できる
よう、回収に係る責任体制、具体的な回収方法、保健所長への報告等の手順を定め
ること。この場合において、必要に応じ、手順書を作成すること。

15

食品等、器具又は容器包装を製造し、又は加工する者（その製造し、又は加工した
製品を他の者を経ることなく直接消費者に販売することを主として営む者を除く。）
は、その製造し、又は加工した製品の回収に自ら着手し、及び回収が終了した場合
は、速やかに、その旨を規則で定めるところにより、保健所長に報告すること。この場
合において、回収を行う際には、消費者への注意喚起等のため、当該回収に関する
公表について考慮すること。

16
営業の施設の衛生管理、衛生的な食品の取扱い等に係る管理運営要領を作成し、
施設等を適切に管理運営すること。

17
食品等を製造し、加工し、又は調理する場合は、規則で定めるところにより、製品か
ら検体を採取し保存すること。

18 消費者に対し、販売食品等についての安全性に関する情報提供に努めること。

19
保健所長から検便を受けるべき旨の指示があったときは、従事者に検便を受けさせ
ること。
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20
営業者又は食品衛生管理者若しくは食品衛生責任者は、製造、加工、調理、販売等
が衛生的に行われるよう、従事者に対し、食品等の衛生的な取扱方法、食品等の汚
染防止の方法その他の食品衛生上必要な事項に関する衛生教育に努めること。

21
製品の出荷又は販売に際しては、法の規定に基づく表示事項を点検するとともに、
弁当等の消費期限の表示については、必要に応じ、時間まで記載すること。

22 営業により周囲の環境を汚染しないよう努めること。

23
１から22までに定めるもののほか、公衆衛生上必要な措置の基準として規則で定め
る事項

第4条　略
第5条　略
第6条　略
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対対応応番番号号　　２２－－２２－－４４　　添添付付資資料料④④

責任者氏名

場所 頻度 作業内容（記入例）

施設周辺

記入例

１回/日

① 施設周辺の排水状況の確認を行う。
② ゴミ・不要物等の放置物はないか確認を行う。
③ 茶期前には、除草や草刈りを行う。

生葉受入場所
①生葉の受入場所、周辺が清潔かどうか確認
し、清掃作業を行う
②不要な物は置かないよう整頓する

床
①ホコリや茶葉残さがないよう、ほうきで除去する
②一日の作業終了時には、蒸機～揉捻機までの
エリアは水洗いする

排水溝
①作業終了時には、茶葉残さが詰まっていない
か確認、除去する

手洗い施設
①石けん、消毒液の補充
②シンクの清掃
③ペーパータオルの補充

トイレ
①施設の清潔を保つように清掃する
②手洗い施設の清掃

照明
①手の届く範囲にあるものは、茶期前に茶埃を除
去する
②

製品置き場
①大海にゴミやホコリが付着しないように清掃す
る
②

冷蔵庫
①整理整頓し、不要な物は捨てる
②温度計で庫内温度を確認する

除鉄装置
①作業終了後に、付着した金属片や金属粉末を
除去する

施設の衛生管理ルール（例）

＊　一般的に考えられる例を記載していますので、自分の製茶工場に合ったルールを工夫してみて下さい

- 69 -



対対応応番番号号　　２２－－３３－－４４　　添添付付資資料料⑤

製茶工場における適切な服装例

１．作業着は常に清潔にし、ほころびがあれば繕いましょう

２．機械に巻き込まれるのを防ぐために首タオル、腰手ぬぐい、
　　はちまきはしないようにしましょう

３．作業時には髪の毛が出ないような帽子を選んで
　　正しく着用しましょう

４．履き物は、外履きのものと明確に区別しましょう

５．作業に応じて運動靴、ゴム長靴などを着用し、
　　サンダルやつっかけははかないようにしましょう

６．転倒の危険性があるので、靴のかかとは
　　踏まないようにしましょう

７．ポケットには、たばこ、携帯電話、ペンなど異物混入の原因に
　　なる不要なものは入れないようにしましょう

８．装身具は身につけないようにしましょう

○○共同工場
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添付資料⑥ 

 
SNS の利用に関するご注意 

 
下記の事項につき十分に注意した上で、適切な SNS の利用をお願い致します。 

 
記 

１ 雇用主に発生し得る損害 

（１）雇用主である茶生産農家に係る情情報報をを SSNNSS でで漏漏洩洩ししたた場場合合  

雇雇用用主主にに係係るる情情報報がが漏漏洩洩された場合、他他者者ががそそのの情情報報をを入入手手することによ

り雇雇用用主主にに不不利利益益が生じることは想像に難くないでしょう。 

加えて、雇用主の情報管理体制にも問題があった場合には、雇雇用用主主のの信信用用

度度もも著著ししくく低低下下すするることになります。 

 
（（２２））雇雇用用主主ののイイメメーージジをを損損ななうう写写真真やや動動画画をを SSNNSS にに投投稿稿ししたた場場合合  

記憶に新しい事例で、コンビニの店員がアイスケースに入った写真を SNS

に投稿したという事例があります。 

このような場合、会社には、食材の廃棄、店舗の清掃・消毒・休業等にか

かる費用が発生します。 

   また、店舗や、茶生産者が特定されるようなことがあれば風風評評被被害害は避け

られず、買い入れ業者の買買いい控控ええや取取引引先先かかららのの取取引引停停止止等等により、売売上上げげ

のの低低下下ひひいいててはは廃廃業業にに追追いい込込ままれれるる可可能能性性もあります。 

 
（（３３））SSNNSS にに雇雇用用主主をを誹誹謗謗中中傷傷すするるよよううなな投投稿稿ををししたた場場合合  

例えば、「無茶苦茶忙しい。」「夜勤は嫌だ。」程度の雇用主に対する不満の

投稿は特に問題にはなりませんが、その程度や具体性によっては、雇雇用用主主のの

イイメメーージジ低低下下を招く危険性があります。 

また、特定人の名前を挙げてこれを批判・侮辱するような場合には、被雇

用者同士のトラブルを招き業務に支障をきたすおそれもあります。 

 
２ 雇用主の対応 

（（１１））被被雇雇用用者者にに対対すするる投投稿稿内内容容のの削削除除要要請請  

まずは、被害を最小限に抑えるために、被雇用者に対し問題となる投投稿稿のの

削削除除要要請請を行う場合があります。 

（（２２））雇雇用用契契約約解解除除  

問題を起こした被雇用者に対し、雇雇用用契契約約のの解解除除を行うことがあります。  
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（（３３））刑刑事事告告訴訴  

主に、被雇用者が SNSに雇用主を誹謗中傷するような投稿をした場合、刑

事告訴を行う場合があります。 

例えば、被雇用者が「雇用主の〇〇園は衛生管理が不十分で不潔なお茶を

生産し、販売している。」といった過激な投稿をした場合に、雇用主は名名誉誉

毀毀損損罪罪（（刑刑法法 223300 条条））、、業業務務妨妨害害罪罪（（刑刑法法 223333 条条、、223344 条条））等等で被雇用者を

告訴することがあり得ます。 

 

（（４４））被被雇雇用用者者へへのの損損害害賠賠償償請請求求やや求求償償権権のの行行使使  

被雇用者の SNS投稿により雇用主が損害を被った場合、雇用主から被従業

員に対し、不不法法行行為為（（民民法法 770099条条））にに基基づづくく損損害害賠賠償償請請求求をすることが考え

られます。 

また、情報の流出等で顧客から雇用主に対し損害賠償請求がなされ雇用主

が損害金を支払った場合、雇用主は被雇用者に対し、雇用主が支払った損害

金を請求すること（（求求償償権権のの行行使使））も考えられます。 
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添付資料⑦ 

誓 約 書 
 
●●園        

代表 ●● 様 

 

私は、●●園 （以下「園」という）から雇用されるに当たり、以下の事項を

誓約して、厳守履行することを誓います。もしこれに違反した場合には、雇用を

終了されても異存ありません。 

 

（（就就業業にに係係るる注注意意事事項項ににつついいてて））  

1．雇用主からの就業に係る注意事項その他のルールを守り、雇用主の指揮に従

い誠実に勤務します。 

2．雇用主に提出する書類の記載事項は事実に相違ありません。 

3．信義を重んじ、言行を慎み、被雇用者としての権利を濫用せず、義務を誠実

に履行します。 

4．勤務中、不正の行為はもちろん、許可を得ないで他の事業に従事する様なこ

とを決してしません。 

5．職務上に知り得た秘密は、在職中はもちろん、退職後でも決して他に漏洩し

ません。 

6．故意又は過失により雇用主に損害を与えたときは、その責任を負います。 

7．自己の都合により退職する場合は、事前に申出を行い、引継ぎを行います。 

8．自己の健康に留意し、完全な日々の就労に努めます。 

9．業務命令には誠実に従うと共に、許可を得ない残業をしません。 

10．職場における法令上の問題を発見したときは、直ちに雇用主または雇用主の

指定する者に報告します。 

11．雇用主からの就業に係る注意事項その他のルールについて、周知を受けたこ

とを確認しました。 

 

（（個個人人情情報報・・営営業業情情報報にに関関すするるこことと））  

１．（秘密保持の誓約） 

  私は、以下に示される雇用主に帰属する情報（以下「秘密情報」という）に

ついて、雇用主の許可なく、如何なる方法をもってしても、開示、漏洩もしく

は使用しないことを約束致します。 

 ① 業務で取扱う個人情報または営業機密 

 ② 経理、財務、組織等に関する情報 

 ③ 顧客、取引先、他団体その他との業務取引に関する情報 

 ④ 雇用主、被雇用者、及びその親族に関する情報 
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 ⑤ その他、雇用主が秘密保持対象として取扱う一切の情報 

２．（秘密の報告および帰属） 

  私は、秘密情報が雇用主に帰属することを確認致します。また秘密情報に

ついて、その権利が私に帰属する旨の主張を致しません。 

３．（秘密情報の複製等の禁止） 

  秘密情報が記載・記録されている媒体については、職務執行以外の目的で

複製・謄写しないこと、及び職務執行以外の目的で園の施設外（ネット上を

含む）に持ち出しをしないことを約束致します。 

４．（退職後の秘密保持） 

  秘密情報については、園を退職した後においても、開示、漏洩もしくは使

用しないことを約束致します。また秘密情報が記載・記録されている媒体の

複製物および関係資料等がある場合には、退職時にこれを園にすべて返還も

しくは廃棄し、自ら保有致しません。 

 

（（ＳＳＮＮＳＳ使使用用にに関関すするるこことと））  

私は、ＳＮＳ等、インターネットにおける情報発信について、名前を公開する

ことはもとより、それが匿名であったとしても、他の情報との関連で特定され

る場合があること、個人の見解であることを明示しても業務上の情報発信と受

け止められる場合があることを踏まえ、情報発信を行うに際して、下記１から

８の通り誓約します。 

記 

１．私は業務内外を問わず、ＬＩＮＥ，X や Facebook、ブログ等のＳＮＳその

他の方法でインターネット上に以下の情報の書き込みや画像等の掲載を致し

ません。 

 ① 園の施設、書類、勤務中の自己及び雇用主や被雇用者 

 ② 自己が関与している業務の内容 

 ③ その他（個人情報・営業情報に関すること）第 1項に記載の秘密情報 

２．私は、雇用主が前項に該当すると判断した事項、その他、雇用主が不適切な

記載と判断した事項については、雇用主の求めに応じて報告すると共に、直

ちに削除、修正の手続を行います。 

３．私は、勤務時間中（休憩時間は除く）は職務専念義務を負っていることを自

覚し、インターネット上への個人的な書き込みや閲覧は、一切行いません。 

４．私は、勤務時間中（休憩時間は除く）は、スマートフォン等の電子機器の私

用を一切行いません。 

５．私は、園から貸与された電子機器以外の私物の電子機器において、業務に関

連する事項の取扱いを一切行いません。 

６．私は、業務上知ることの出来た秘密情報について、情報発信を行いません。
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また、他の情報との関連によりその内容を特定される恐れのあるものについ

ても、情報発信を行いません。 

７．私は、園の名称や業務内容等をインターネット等に記載する場合には、あら

かじめ雇用主または雇用主の指定する者に報告し、許可を得るようにします。 

８．その他、雇用主からの就業に係る注意事項その他のルールを遵守します。 

 

（（電電子子機機器器のの使使用用にに関関すするるこことと））  

１．園のパソコンを私的に使用しません。 

２．サーバー、ログなど記録を無断で削除しません。 

３．業務と関係のない電子メールを園のパソコンで送受信しません。 

４．外部から持ち込んだ記録媒体を園のパソコンに挿入する時は、雇用主または

その指定する者の許可を得て、ウイルスチェックを必ず行ってから行います。 

５．電子メールの添付ファイルを開くときは、知り合いからであっても、まずデ

スクトップに保存し、右クリックで必ずウイルスチェックを行ってから開き

ます。 

６．拡張子が.exe 添付ファイルは雇用主またはその指定する者の許可がない限

り、絶対に開きません。 

７．園のパソコンに無断でダウンロードしたり、アプリケーションソフトを入れ

たりしません。 

８．万が一、園のパソコンがウイルスに感染しているか、不正侵入された可能性

がある場合は全てのパソコンをネットワークから切り離し、直ちに雇用主ま

たはその指定する者に報告します。 

９．園の保有する情報の入ったパソコンでファイル交換ソフトを使用しません。 

10．個人所有のパソコンやスマートフォンなどに園に帰属する情報を保有しま

せん。 

11．パソコンやネットワークの設定を勝手に変えません。 

12．電子メールの送受信は、園から与えられたメールアドレス以外は使用しませ

ん。 

13．園から貸与された電子機器を雇用主またはその指定する者の許可を得るこ

となく、園外へ持ち出ししません。 

14．特定個人情報（マイナンバー）を雇用主またはその指定する者の許可を得る

ことなく、勝手に紙ベースに出力しません。 

 

 

 

 

 



 

 

以上、（就業に係る注意事項について）、（個人情報・営業情報に関すること）、（Ｓ

ＮＳ使用に関すること）（電子機器の使用に関すること）を、ここに誓約致しま

す。万一、私が違反したことにより園が損害を被った場合、その全額（訴訟関連

費用を含む）を賠償します。 

 

  年  月  日 

 

            住所 

            氏名                    ㊞                                            
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「宇治茶ＧＡＰ」の手引き 

（2026 年１月時点。制度改定検討中のため、

今後、内容の変更の予定あり） 
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１ 宇治茶ＧＡＰに取り組む目的 

（１）京都ブランドにふさわしい、良質で安心・安全な宇治茶を提供し

て宇治茶に対する信頼性を高め、 

（２）宇治茶を生産する上での様々なリスクを低減し、 

（３）宇治茶の生産者及び産地がこれからも持続的に発展していくこと、 

以上を目的に、生産者、関係機関・団体、行政が一体となって、宇

治茶 GAP の導入・実践に取り組みます。 

 

２ 考え方 

 ○宇治茶ＧＡＰは、宇治茶を生産する京都府内の全ての生産者・製茶

工場が自ら取り組みます。 

○京都府の茶業関係団体は、「宇治茶ＧＡＰ推進協議会」を組織し、

茶生産者・製茶工場の取組を一体となって支援します。 

○宇治茶ＧＡＰの管理基準は、農林水産省「農業生産工程管理（ＧＡ

Ｐ）の共通基盤に関するガイドライン（茶）」を満たすものとします。 

 

３ 推進体制 

（１）宇治茶ＧＡＰ推進協議会の構成団体 

（公社）京都府茶業会議所、京都府茶生産協議会 

京都府茶協同組合、ＪＡ京都中央会、茶産地ＪＡ 

ＪＡ全農京都、京都府 

 

（２）宇治茶ＧＡＰ推進協議会の活動内容 

  ○茶生産農家への周知・指導（研修会の開催等） 

○宇治茶ＧＡＰ点検シートの作成・改訂 

○宇治茶ＧＡＰの実践・承認制度の設計と推進 

○消費者・実需者に対する周知 

  ○会議等の開催 

 

４ 宇治茶ＧＡＰの進め方 

宇治茶ＧＡＰは、①府内全ての生産者・工場がＧＡＰに取り組む「実践」 

②所定の基準を満たした実践者への「承認」 

③宇治茶ＧＡＰの「ＰＲ」、の３つに分けて進めます。 
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【①宇治茶ＧＡＰの実践】 

 

○対 象 者：府内の茶生産者・製茶工場全て 
○概   要：ＧＡＰ研修会への参加、点検シートによる振り返り、宇治

茶ＧＡＰ指導員による改善指導、実践誓約書の提出(後日、

誓約書提出者へ実践確認証を交付) 
○配 布 物：①宇治茶ＧＡＰ点検シート（実践誓約書とじ込み） 

       ②取組マニュアル・参考記帳様式 

③「宇治茶ＧＡＰ」の手引き 

○費   用：無料 

○推進主体：京都府茶生産協議会、ＪＡ京都中央会 

茶生産者・製茶工場が行うこと 

（１）宇治茶ＧＡＰ研修会に必ず参加し、ＧＡＰについて正しく理解し

ます 

 

（２）宇治茶ＧＡＰ指導員の助言や宇治茶ＧＡＰ点検シートを参考に、

自らの茶栽培・製茶工程を振り返ります 

 

（３）振り返りをもとに、茶栽培・製茶工程の改善すべき点を明らかに

し、改善方法を考えて取り組みます 

 

（４）上記１～３の内容を、宇治茶ＧＡＰ点検シートに付いている「実

践誓約書」に記入し、産地ＪＡに提出します（点検シートは提出

不要） 

 

（５）宇治茶ＧＡＰ推進協議会が内容を確認後、推進協議会から「実践

確認証」が交付されます 

 

（６）宇治茶ＧＡＰ指導員の助言や宇治茶ＧＡＰ点検シートを参考に、

毎年、工程を振り返り、改善点を明らかにして、実践誓約書を提

出し、自らの茶栽培・製茶工程の改善に取り組み、より良い茶生

産を実践しましょう。 
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宇治茶ＧＡＰ推進協議会が行うこと 

 

（１）宇治茶ＧＡＰ推進方針の設定 
（２）宇治茶ＧＡＰ点検シート（毎年）、マニュアル・参考様式の改訂・

印刷・配布 
（３）宇治茶ＧＡＰ指導員研修会の開催 
（４）実践者名簿の写しを管理し、宇治茶ＧＡＰの進捗状況を把握 
（５）宇治茶ＧＡＰの広報（生産者向け、外部向け） 
 

 

宇治茶ＧＡＰ指導員が行うこと 

 

○宇治茶ＧＡＰ指導員：産地ＪＡ担当者、ＴＡＣ、普及指導員、GAPに

先進的に取組む農家等 

○宇治茶ＧＡＰ指導員の要件：推進協議会が開催する指導者研修会を受

講すること 

 
（１）各地域の京都府茶生産協議会の部会（組合）単位以上で、生産者

向けの宇治茶ＧＡＰ研修会を計画的に開催する 
 
（２）茶生産者・製茶工場の工程改善に向けた助言を行う 
 
（３）【産地ＪＡ】茶生産者・製茶工場から提出された「実践誓約書」を

受け付ける 

 
（４）【産地ＪＡ】実践者名簿を作成して、名簿の写しを推進協議会（京

都府茶生産協議会・ＪＡ京都中央会）へ提出し、実践

確認証を交付する 
         「宇治茶ＧＡＰ実践確認証用印鑑の取り扱い」に基

づき、実践確認証用印鑑を適切に保管・管理並びに使

用する 
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【②「宇治茶ＧＡＰ」承認制度】 

 

○対象者：宇治茶ＧＡＰ実践者（製茶工場単位で承認） 

○概 要：自己点検・改善指導を経て、所定の基準をクリアした宇治

茶ＧＡＰ実践者からの申請に基づき、点検を行い、府茶業

会議所による承認 

 

○レベル：初級、上級の２級制。次の基準を満たした者を承認します 

レベル 承認基準 点検事項 

初級 宇治茶ＧＡＰ点検シート

の必須項目 100％を実践 

１次点検：書類確認 

２次点検：書類確認 

上級 宇治茶ＧＡＰ点検シート

の必須項目 100％＋ 

重要項目 70％以上実践 

１次点検：書類確認＋現地確認 

２次点検：書類確認 

○承認にかかる費用：無料 

○有効期間：承認後 3年間 

○更新の手続き：新規承認と同じ手続きを行う 

○有効期間中の義務：①宇治茶ＧＡＰ実践誓約書を毎年提出 

           ②宇治茶ＧＡＰ点検シートによる点検と必要 

書類保管 

○推進主体：（公社）京都府茶業会議所 

 
茶生産者・製茶工場が行うこと 

（１）研修会や宇治茶ＧＡＰ指導員の助言を参考に、自己点検に取組む 

（２）宇治茶ＧＡＰ点検シートで自己点検し、所定の基準をクリアした

製茶工場が、次の申請書類を揃えて、産地ＪＡに提出して下さい 

①承認申請書 1枚 
②宇治茶ＧＡＰ点検シート（工場編）の写し 1部 

③宇治茶ＧＡＰ点検シート（栽培編）の写し(申請する生産者全て) 

④申請に係る生産者の名簿   

（３）基準をクリアできている場合、2段階の点検を経て、府茶業会議所
から「宇治茶ＧＡＰ承認書」が製茶工場に対して交付されます 
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点検員が行うこと 

○点検員：1次点検（産地ＪＡ）、２次点検（ＪＡ全農京都） 

○点検員の要件：原則として、ＪＧＡＰ基礎研修を受講し、ＪＧＡＰ

指導員資格を保持すること 

 

○１次点検者（産地ＪＡ）の役割 

（１）製茶工場からの申請書を受け付けます 

（２）申請書類を確認し、レベル毎に設定した基準をクリアできてい

るかを点検します。上級の場合は、現地確認も行います。 
（３）基準をクリアした者の申請書類（申請書＋点検シートの写し）

を、2次点検に送ります 
（４）基準をクリアしなかった者への改善指導を行い、クリアできた

ら、再度点検を行います。 
（５）交付された「宇治茶ＧＡＰ承認書」を申請者に送付します。ま

た承認者の名簿を保管します 
 
○２次点検者（ＪＡ全農京都）の役割 
（１）1次点検クリア後の申請書類を確認し、レベル毎に設定した基

準をクリアできているかを再点検します 
（２）基準をクリアした者の名簿を作成 
（３）基準をクリアした者の名簿と申請書類一式を、京都府茶業会

議所へ送ります 
（４）宇治茶ＧＡＰ承認者の名簿を保管し、茶市場出荷の際の表記

の参考とします 
 

 ○承認者（茶業会議所）の役割 

（１）1 次点検・2 次点検の確認結果と名簿に基づき、「宇治茶ＧＡ
Ｐ承認書」（初級、上級）を発行し、級別の承認者名簿を作成し

ます 
（２）1次点検者へ、「宇治茶ＧＡＰ承認書」を送ります 
（３）1次・2次点検者へ、宇治茶ＧＡＰ承認者の名簿を送付します 
（４）申請書類は、有効期間（3年間）保管します 

 




